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１．はじめに
日本貿易振興機構（以下「JETRO」）では、2024年度よりコンテンツ海外拠点整備事業としてニューデリー事務所を活用
し、インドのコンテンツ市場（アニメおよび実写を含む映像・音楽・ゲーム、IP関連商品等）に参入するうえで日本企業が
認識すべき最新情報を調査・発信している。インドでのコンテンツ事業において、映像などの配信のみならずIP関連商品の
販売が収益化のポイントとしてあげられる。一方で、日本からインドへのIP関連商品の輸入量は現状ごくわずかである。こ
の要因の一つとして、インドへの輸入に当たっては複雑な貿易手続きを踏む必要があるが、この手法に関する情報が十分に
集まっていないため、輸入手続きのハードルが高いことが挙げられる。
特に、製品によってはインド規格局（BIS: Bureau of Indian Standards）による認証制度の対象となる場合があり、BIS
の定める基準への適合は、輸入許可や通関の前提条件となる。

本調査は、日本からインドへのコンテンツ関連IP商品の輸入実証を行い、必要となる規制対応や手続きの全体像を整理し、
BIS認証制度をはじめとする主要な法的枠組みに沿った輸入方法の知見を公開することで日本企業のインド進出の一助とす
る。

【IP関連商品】
特定のアニメ・映画・ゲーム等の知的財産（キャラクターや作品名）に紐づく商品を指す。
主なカテゴリは以下の通り：

玩具・フィギュア アクションフィギュア、ぬいぐるみ、ミニカー等

文房具・生活雑貨 ノート、ペン類、ペンケース、マグカップ等

アパレル・アクセサリー キャラクター衣類、リュック、キャップ、時計等

コレクター向け商品 限定版アートブック、ブルーレイセット、ジオラマ等

【報告書の利用についての注意・免責事項】 
・本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）ニューデリー事務所がCARNA MEDICAL DATABASE PRIVATE LIMITEDに作成委託
しています。掲載内容は、作成委託先の知見と2026年3月までに入手した情報に基づくものであり、ルール変更・法改正などによっ
て変更となる場合があります。ジェトロではできる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、あくまでも 参考情報の提供を目的
としており、内容の正確性を保証するものではありません。
・ジェトロおよびCARNA MEDICAL DATABASE PRIVATE LIMITEDは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生
的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因
に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロおよび CARNA MEDICAL DATABASE 
PRIVATE LIMITEDが係る損害の可能性を知らされていても同様とします。
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＜日本からインドへのIP商品の輸出・販売の前に＞

IP商品 BIS認証の
必要性の確認

現地卸売り
業者との
売買契約

輸入・販売

インドが定める
規制に従い、

輸出する製品が
その基準を満た

しているかの確認

BIS認証

日本からインドへIP商品を輸出・販売する際は、現地の規制・制度を十分に理解し、それに適合した形での手続きを行うこ
とが求められる。
特に、製品によってはインド規格局（BIS: Bureau of Indian Standards）による認証制度の対象となる場合があり、
BISの定める基準への適合は、輸入許可や通関の前提条件である。

１．はじめに
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第１章

IP関連商品に関する
輸入規制および手続き概要
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No
輸出業者
日本企業

通関手続き(日本) インド通関 輸入者（インド） 備考/詳細

1

2

3

4 輸入業者が輸入に必要なライセンスや資格
を保有していることを確認

5 スライド85-95参照

6 インドのラベルガイドライン（法定計量法
、プラスチック包装の場合のEPRなど）へ
の準拠を確認

7 海上輸送/航空輸送など

8 輸出申告書

9 インドの港へ出荷（航空便または海上輸送

10 • 貨物の到着：インドの港湾/空港（例：
ムンバイ、チェンナイ、デリー）

• 輸入申告書の提出：輸入者または通関
代理店により提出

• 書類提出
• 通関検査：ランダム/義務的なサンプル

検査（例：繊維製品、
• 関税支払い：基本関税（BCD）、IGST、

SWSなど

11 通関後受け取り

輸入・販売者の確認

輸入書類作成

ラベル貼付

貨物予約

通関手続き

貨物輸送手配

製品受領

製品販売

輸入通関

商品の輸入可否確認

IP商品規制に関する
確認

BIS認証の有無確認

２．輸出手続き概略（フローチャート）
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No. 内容 理由 参照スライド

１
輸出販売を検討している製品のイン
ド輸入可否の確認

輸出禁止に当てはまる場合、そもそ
も輸入は不可

9

２
インドBIS認証の要否確認
（玩具/文具/衣類）

対象品目は未取得だと輸入・販売が
不可

13－39

３
HSコードの特定と関税率の確認 商品カテゴリで税率が大きく変わり

利益設計に直結
70

４
GST（物品サービス税）区分と税率
確認

販売価格設計と粗利計算に必須 70

５ 商標登録のインドでの保護状況確認 コピー品対策、ブランド保護のため 55－57

６
輸入者・販売業者のライセンス・選
定・契約

通関・税務・法的責任を負う主体が
必要

58－60

７ その他のライセンス 61－69

８
製品ラベルの確認・作成 インドでの製品ラベル規制に乗っ

取った内容の記載が必須
71－89

９ 輸出書類の確認・作成 90－100

＜インドへのIP商品の輸出・販売を考える前に確認すること＞輸出者側

２．輸出手続き概略（フローチャート）
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輸入禁止

⚫ 麻薬、抗精神薬
⚫ 銃火器、武器関連製品
⚫ ワイルドライフ製品

（象牙、虎皮などの絶滅危惧動植物製品）
⚫ ポルノ、アダルトコンテンツ（印刷・デジタル含む）
⚫ 偽造通貨、海賊版商品
⚫ 不確定な出版物（地図・文献）
⚫ 生鮮動植物（植物、種子、果実、野菜類）

以下記載の製品はインドへの輸入が禁止されている

＜インドで輸入が禁止されているもの＞

参照：

https://www.dgft.gov.in/CP/
https://content.dgft.gov.in/Website/Restricted.pdf

３．インド輸入規制に関する説明

https://www.dgft.gov.in/CP/
https://content.dgft.gov.in/Website/Restricted.pdf
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1. BIS認証（BIS Certification）とは？
【定義】

BIS（Bureau of Indian Standards）は、インド政府傘下の国家標準機関で、日本の「JIS」や「ISO」のインド版と例えられる。
「BIS認証」とは、製品がインドの国家標準（IS規格）に適合していることを、BISが公式に認める制度のこと。

✓ 安全性・品質・性能の基準を満たしているかを確認する
✓ 対象は玩具、家電、化学品、鋼材など数百品目
✓ 一部製品は義務的（法令で取得必須）、それ以外は任意（自主取得）

２. IS規格（Indian Standards）とは？
【定義】

「IS規格」とは、BISが定めた製品や工程に関する国家標準のことです。日本で言うJIS規格、国際的にはISO規格に相当する

✓ 各製品カテゴリーごとに定められている。
例：IS 9873：子供用玩具の安全性

IS 302：家電製品の電気安全性
✓ BIS認証を取得するためには、製品がこの該当するIS規格に準拠していることが絶対条件。

３. ISIマーク（ISI Mark）とは？
【定義】

「ISIマーク」とは、製品がBISのIS規格に合格し、正式な認証を受けたことを示すラベル（品質マーク）のこと。
「ISI」とは Indian Standards Institution の略（BISの旧称）。

✓ インドでの品質保証マークとして広く認識されている
✓ 消費者は、ISIマークの有無を見て「政府が品質を確認した製品か」の判断が可能

＜上記関係性のまとめ＞以下のような流れとなる

①製品がIS規格に準拠していることを証明
↓（申請・試験・審査）

②BIS認証を取得
↓

③ISIマークを製品に表示可

①IS規格（インドの国家標準（製品基準））
「この製品はこう作るべき」

②BIS認証（IS規格に適合していることをBISが公式に認める制度）
「この製品はその基準を満たしています」

③ISIマーク（BIS認証を受けた製品に貼られる認証マーク）
「これは国が認めた品質保証済製品です」

＜BIS （Bureau of Indian Standards）認証とは＞

参照： Bureau of Indian Standards Webサイト https://www.bis.gov.in/?lang=en 

３．インド輸入規制に関する説明

https://www.bis.gov.in/?lang=en
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【1】強制認証
（Mandatory Certification）

● 内容・特徴：
政府によって定められた一定
の製品カテゴリーについては、
インド国内で販売・輸入・流
通させる前にBIS認証を取得
することが法的に義務づけら
れています。

a）ISIマーク認証（Scheme-I）
工場審査を伴う認証制度

主にインド国内で製造・販売される製品や、輸入
品の特定カテゴリ（電線、鉄鋼、ガス器具、
「IP商品の玩具・文具・衣類（一部）」など）が
対象。

b）CRS認証（登録制度、Scheme-II）
CRS = Compulsory Registration Scheme

主に電子機器・IT製品（テレビ、携帯、充電器な
ど）が対象。
製品をインドに輸入・販売するためにはBIS登録
番号の取得が必須。
工場監査は不要だが、製品試験（インド認定試験
所）に基づく登録が求められる。

【2】任意認証
（Voluntary Certification）

● 内容・特徴：
義務対象でない製品でも、
メーカーが自主的にBIS認証
を取得可能。

製品の品質や信頼性を示すために活用される。

ISIマークを任意に取得し、ブランド力・品質保証
としてマーケティング的にも有効。
インド国内市場での信頼獲得、政府調達での優遇、
輸出時の利点などがある

①IP商品規制に関する確認

②BIS認証の有無の確認

③輸入販売者の確認

④輸入書類準備

⑤BIS認証登録申請書類の準備・提出

⑥BISによる審査・書類確認

⑦BISによる工場監査

⑧工場の生産管理・品質管理の確認。

⑨インドBIS認定ラボでのサンプル試験

⑩審査・認証
▼
問題なければ、BISよりライセンスが発行され、
ISIマーク表示が可能

ISIマーク認証の取得プロセス
（強制 or 任意のうちScheme-I）

インドのBIS（Bureau of Indian Standards）には、以下の2つの主な認証制度がある

参照：
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-ii-registration-scheme/

３．インド輸入規制に関する説明

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-ii-registration-scheme/
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＜ISIマーク要件＞

ISIマーク使用時に表示が必須な情報

ISI ロゴ
BIS認可ロゴは、製品にはっきりと見やすく表示されなければならない

CM/L 番号 
BISライセンス番号（例：CM/L-xxxxx）は、ISIマークと併記する
こと

インド規格番号
製品が認証されている特定の IS 番号（例：IS 302-1）を明記 

メーカーがBIS ISI認証を取得すると、各認証製品に標準マーク（ISIマーク）を貼付することが義務付けられる。
このマークは、インド標準規格局（Bureau of Indian Standards：BIS）が規定する関連インド規格（Indian Standard：IS）に準
拠し、品質が保証されていることを示すシンボルである。

重要なガイドライン

• 表示は、耐久性・視認性があり、製品またはその銘板／ラベル上で判読可能で なければならない

• また、容易に剥がしたり破損したりしない場所に貼付すること

• 製品のサイズや性質上、製品にマーキングすることが不可能な場合は、パッケージや取扱説明書に表記する必要がある

• 有効なライセンスを持たずに、または未認証の製品にISIマークを使用することは、BIS法により処罰の対象となる

３．インド輸入規制に関する説明
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商品の輸入・販売可否確認

輸入禁止(※)

⚫ 麻薬、抗精神薬
⚫ 銃火器、武器関連製品
⚫ ワイルドライフ製品

（象牙、虎皮など）
絶滅危惧動植物製品

⚫ ポルノ、アダルトコンテン
ツ（印刷・デジタル含む）

⚫ 偽造通貨、海賊版商品
⚫ 不確定な出版物（地図・文

献）
⚫ 生鮮動植物（植物、種子、

果実、野菜類）

輸入禁止商品以外

IP商品の輸入・販売に関する規制の確認

商品の確認 輸入・販売者の確認(※4)

玩具 文具 衣類

BIS認証対象かどうか（※1)

対象である 対象でない

輸入準備(※3)

 輸入・販売業者に必要な
ライセンス等の確認

 販売契約の確認

BIS認証登録手続き(※2)
(※1)スライド 10-12参照

14-39参照
(※2)スライド 40-44参照
(※3)スライド 8,70-100参照

参照（※）：「Items prohibited from import」：
https://content.dgft.gov.in/Website/Restricted.pdf

４．IP商品のBIS認証対象確認フローチャート

https://content.dgft.gov.in/Website/Restricted.pdf
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商品の確認「玩具」：BIS認証対象
かどうかカテゴリ 定義 BIS対象の有無 補足

玩具 •遊びと楽しみのために設計された製品
•運動能力、創造性、想像力を育む

•子どもに広く使われていますが、大人もレク
リエーションやコレクション用に利用される

•例：アクションフィギュア、パズル、ブロック、
ぬいぐるみなど

BIS認証の対象：
主対象14歳未満(例外あり)

2021年1月以降、ある一部を除く輸入される
すべての玩具にはBIS認証が必須となった。

主にBISの対象となるのは「14歳未満の
子供の遊びのために設計または意図された
製品（主にその目的の製品を含む）」

BIS認証免除 または
適用範囲外となる玩具

【BIS認証免除または適用範囲外となる玩具】 
(P16参照)

BIS認証の対象：主対象14歳未満(例外あり)

14歳未満の子供用玩具は、
以下の基準に準拠しなければならない：
2021年1月1日から、以下の措置が義務付けられている

①玩具にISIマークを表示する必要がある
②製造業者（輸入業者を含む）は

BISライセンスの取得が必須となる

BIS認証対象である BIS認証対象でない

輸入準備

BIS認証登録手続き

１ 対象年齢が「14歳超」

２ 遊戯目的ではない（コレクション用途）

３ IS 9873またはIS 15644の適用対象外の玩具
（インドの適用基準がないもの）

参照：
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/BISBlo
g/toys-quality-control-order/
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/BISBlo
g/indian-standards-on-toys-ensuring-your-childs-
safety/ 

４．IP商品のBIS認証対象確認フローチャート

https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/BISBlog/toys-quality-control-order/
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/BISBlog/toys-quality-control-order/
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/BISBlog/indian-standards-on-toys-ensuring-your-childs-safety/
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/BISBlog/indian-standards-on-toys-ensuring-your-childs-safety/
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/BISBlog/indian-standards-on-toys-ensuring-your-childs-safety/
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【玩具 BIS認証とIS規格】

インド商工省(Ministry of Commerce and Industry) DPIIT(Department for Promotion of Industry and Internal 
Trade) が発行した2020年玩具（品質管理）令：Toys (Quality Control) Order, 2020(※1)に基づき、玩具の安全性は
2020年9月1日よりBIS認証の義務化対象となった。

上記の法令により、14歳以下の子ども向け玩具は原則すべてBIS認証が必須
※IP商品（アニメ・ゲーム・映画キャラ玩具）であっても、IPかどうかは関係ない
※判断基準は 「用途」と「対象年齢」

【BIS対象になる条件（いずれかに該当）】 商品例 理由

➢14歳以下向けとして販売・表示されている

➢子どもが「遊ぶ」ことを目的としている

➢安全面でリスクが想定される構造・素材を
含む

キャラクター人形・フィギュア（子ども向け） 遊戯目的

ぬいぐるみ 可燃性リスク

ミニカー、変形ロボット 機械的安全性

キャラクター付きブロック、パズル 小部品誤飲

光る・音が出るIP玩具 電気安全性

分類 規格番号

１ 一般玩具（非電気玩具）：ガラガラ、人形、パズルなど、電気を必要とし
ない通常のおもちゃ、電気による機能に依存しないもの

IS 9873（Part 1）：2019(※2)

２ 電池・電子玩具（電気による機能を有するもの） IS 15644：2006(※3)

BIS対象になる場合の【必須規制】

実務上の
注意

➢ 外国メーカーは「外国メーカー認証スキーム」に基づくBISライセンス申請手続きに従いBIS認証を取得する必要がある
➢ BIS認証取得には工場監査（Factory Audit）必須、製造拠点：インド国内工場 or 海外工場いずれも対象
➢ 製品へのBIS登録番号の表示義務

※１）https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2020/07/Safety_of_toys.pdf 
※２）https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+9873+%3a+Part+1&id=53708
※３）https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+15644&id=7936

参照 玩具：「BIS認証」適用となるケース_IS規格

https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+9873+%3a+Part+1&id=53708
https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+9873+%3a+Part+1&id=53708
https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+15644&id=7936
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【玩具 BIS認証の【対象にならない】玩具（IP商品）】

【BIS認証免除
または
適用範囲外となる玩具】

１．対象年齢が「14歳超」
➢ パッケージ・取扱説明書に
「Not for children under 14 years」
「For 15+ / Adult collectible」 等の明確表記がある

２．遊戯目的ではない（コレクション用途）
（例：装飾用フィギュア、成人向けパズルやホビーキット）

➢ 鑑賞用・展示用
➢ 子どもが遊ぶ設計でない

３．IS 9873またはIS 15644の適用対象外の玩具
（インドの適用基準がないもの）

※グレーな場合は 事前にBISへ照会

以下を 明確に満たす場合のみBIS認証 対象外となる

商品例 対象外の理由 注意

大人向け限定フィギュア 観賞目的
➢ 子ども向け売場で販売
➢ キャラ・サイズ・価格が子ども向け
などの場合、BIS当局に玩具扱いされるリスク
がある高価格帯コレクターズアイテム 子ども使用想定なし

【IP商品でBIS対象外になり得る例】

参照 玩具：「BIS認証」適用となるケース_IS規格
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商品の確認「文具」：BIS認証対象
かどうかカテゴリ 定義 BIS対象の有無 補足

文具 •書き物、絵描き、整理整頓などに使用す
るアイテム

•教育や職業の場で不可欠

•生産性、コミュニケーション、創造性を促進

•例：ペン、ノート、フォルダー、ステープラー、
ハイライターなど

政府が義務付けた強制適用
製品（一部任意）のみ

BIS認証対象

文房具は、製品の種類に応じて、特に子ども用
または学校で使用される製品を対象に IS規格
が定義されている。（IS 12780 – 
Commercial Stationery
Forms/Books、IS 3705 – Ballpoint 
Pens、IS 5195 Paper Stationery Items
for School, etc.）
BISの対象となるのは、政府が品質管理命令
（QCO）によりBIS認証取得を義務付けられた
製品のみ。

上記以外は対象外

【 BIS認証強制適用製品以外
は対象外】

政府が義務付けた強制適用製品（一部任意）、子どもの安全に直結
する一部の文具や電気・電子要素を含む文具は、個別規格によりBIS

認証が必須

のみ
BIS認証対象

現時点では、コピー用紙（Plain Copier Paper）のみBIS認証の対象【IS規
格：14490】現在９つの製品が任意となっている。任意認証製品はBIS認証
の取得が義務付けられているわけではないが、BIS認証を取得することで、
インドで輸入販売する際の製品の信頼性や消費者の信用を高めることがで
きる

BIS認証対象である

BIS認証対象でない

輸入準備

BIS認証登録手続き

政府が義務付けた強制適用製品以外すべ
て

参照：
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-
under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect
/knowyourstandards/Indian_standards/isdetails/

４．IP商品のBIS認証対象確認フローチャート

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/knowyourstandards/Indian_standards/isdetails/
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/knowyourstandards/Indian_standards/isdetails/


18
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ作成。無断転載・転用を禁ず

【文具 BIS認証とIS規格】

参照 文具：「BIS認証」

玩具と違い、文具のカテゴリに包括的なBIS強制制度はない ※ IP商品か否かは関係しない
※子どもの安全に直結する一部の文具や電気・電子要素を含む文具は、下記個別規格によりBIS認証が必須に

なる場合があり、場合によっては複数の規格の確認が必要となるため注意が必要 且つ随時専門家による確
認を推奨

【BIS対象になる可能性のある条
件】

商品例 関連規格番号

➢ 電気・電子部品を含む

➢ 子どもの身体に直接リスクがある構造

➢ 安全規格が明確に制定されている文具

➢ 刃物・鋭利部を含む

計算機

電動鉛筆削り

LEDペン

電子メモパッド

色鉛筆・絵具

BIS認証の【対象にならない】文具（IP商品）商品例 対象外の理由 補足

鉛筆・消しゴム 単純構造 IPキャラクターが印刷されていても
「中身が普通の文具」ならBIS対象外

ペンケース 収納用途

携帯用密閉二次ニッケル電池およびアルカリ性電解質を含む
電池の安全な運用に関する要件
IS 16046 (Part 1):2018 IEC 62133-1 : 2017
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/knowyourstandards/Indian_standards/isdetails/

IS 16046 (Part 2):2018 IEC 62133-2 : 2017
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/knowyourstandards/Indian_standards/isdetails/

FAQ(IS16046)
https://www.crsbis.in/BIS/app_srv/tdc/gl/docs/FAQs%20-%20Cells%20and%20Batteries.pdf

玩具及び児童用製品における特定フタル酸エステル類の管理レベル
PART F:LEVELS OF CONTROL FOR CERTAIN PHTHALATES ESTERS IN TOYS 
AND CHILDREN’S PRODUCTS AS PER IS 9873 (PART 9):2017
https://bis.gov.in/wp-content/uploads/2020/08/safety-of-toy.pdf 

玩具の安全性
IS 9873 (Part 1) : 2012 ISO 8124-1 : 2009
Indian Standard SAFETY OF TOYS
IS 9873-1 (2012): Safety Requirements for Toys, Part 1: Safety Aspects related to Mechanical and Physical 
Properties

https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/knowyourstandards/Indian_standards/isdetails/
https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/knowyourstandards/Indian_standards/isdetails/
https://www.crsbis.in/BIS/app_srv/tdc/gl/docs/FAQs%20-%20Cells%20and%20Batteries.pdf
https://bis.gov.in/wp-content/uploads/2020/08/safety-of-toy.pdf
https://law.resource.org/pub/in/bis/S11/is.9873.1.2012.pdf
https://law.resource.org/pub/in/bis/S11/is.9873.1.2012.pdf
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商品の確認「衣類」：BIS認証対象
かどうかカテゴリ 定義 BIS対象の有無 補足

衣類 •身体を覆い保護し、個人や文化のアイデ
ンティティを表現するために着用されるもの

•機能（カジュアル、フォーマル、スポーツな
ど）や気候によって異なる

•日常生活とその時々のトレンドのファッショ
ンとしてのアイテム

•例：シャツ、ズボン、ジャケット、制服など

政府が義務付けた強制適用
製品のみBIS認証の対象

衣類は単一のカテゴリーとして定義されておらず、
IS規格は繊維製品の安全面と性能、ラベルに
表示に準拠し、BIS必須の有無が決定される。

上記以外は対象外

【BIS認証強制適用製品以外は対象外】政府が義務付けた強制適用
製品のみBIS認証の対象

現時点では、子ども（特に乳幼児）向け衣類、医療用繊
維製品などを含む７つのカテゴリのみBIS認証の対象

BIS認証対象である BIS認証対象でない

輸入準備

BIS認証登録手続き

政府が義務付けた強制適用製品以外すべて

４．IP商品のBIS認証対象確認フローチャート
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【衣類 BIS認証とIS規格】

参照 衣類：「BIS認証」

参照：
https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+9873+%3a+Part+1&id=53708
https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+15644&id=7936

現時点では一般衣類そのものに包括的なBIS強制制度はない
※ IP商品か否かは関係しない
※特殊素材は、安全確保の観点から一部がBIS強制対象になる

【BIS対象になる条件】 カテゴリ 内容

特殊素材など

7項目
①医療用繊維製品
②保護繊維製品
➂ジオテキスタイル
④ロープ・紐類
⑤ポリエステル糸
⑥パッケージング用の繊維/布
⑦その他

スライド30~39
参照

https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+9873+%3a+Part+1&id=53708
https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+9873+%3a+Part+1&id=53708
https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+15644&id=7936
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【衣類 BIS認証とIS規格】

【新規規格番号】 発行日 内容

⚫ IS 19523：2026 :

Textiles — Children Apparel — 
Safety Requirements

2026年2月2日

※子供向け衣類の新規格
2026年2月末時点ではBIS認証が必須とはなってい
ない（今後BIS認証対象となる可能性が高い）

※生後～14歳までの子ども向け衣類に
関する安全要件について
※特に3歳～7歳未満に関しては、明確
な要件が記載されている

2026 年2月、子供向け衣類に関する安全要件に関連した新規格がBIS当局から発行された

参照：https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/knowyourstandards/Indian_standards/isdetails_mnd/65858 

参照 衣類：「BIS認証」

https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/knowyourstandards/Indian_standards/isdetails_mnd/65858
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輸出準備
BIS認証対象である BIS認証対象でない

輸出準備（書類・商品）

BIS認証登録手続き

１ 輸出のための必要書類準備

２ 輸出する商品の準備

日本側輸出手続き

インド側輸入手続き（通関）

インド側での現地輸送

最終納品地にて受領・販売

４．IP商品のBIS認証対象確認フローチャート
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製品

玩具（電池、充電、電気部品無し）
Toys (without battery or Rechargeable battery or electric parts) 

スキーム – I ( isi    マークスキーム)

IS 規格 内容 通知

IS 9873 (Part 1) : 2018

玩具の安全性 Part 1 
機械的及び物理的特性に関連する安全面
Safety of Toys Part l Safety Aspects Related to 
Mechanical and Physical Properties.

86. Toys (Quality Control ) Order, 2020
(S.O. 853(E) dated 25th February 2020)
Toys (Quality Control) Amendment Order, 2020
Toys (Quality Control) Amendment Order, 2020
Toys (Quality Control) Second Amendment 
Order 2020
Toys (Quality Control) Second Amendment 
Order 2020
Toys (Quality Control) Amendment Order, 2024
S.O. 4277(E), dated 01th October 2024

IS 9873 (Part 2) : 2017
玩具の安全性 Part 2 燃焼性
Safety of Toys Part 2 Flammability.

IS 9873 (Part 3) : 2017
玩具の安全要求事項 Part 3 特定の元素の移行性
Safety Requirements for Toys Part 3 Migration of 
Certain Elements.

IS 9873 (Part 4) : 2017

玩具の安全性 Part 4 屋内及び屋外の家庭用ブランコ、滑り台
及び類似の活動玩具
Safety of Toys Part 4 Swings, Slides and Similar 
Activity Toys for Indoor and Outdoor Family 
Domestic Use.

IS 9873 (Part 7) : 2017
玩具の安全性 Part 7 指用塗料の要求事項及び試験方法
Safety of Toys Part 7 Requirements and Test 
Methods for Finger Paints.

IS 9873 (Part 9) : 2017

玩具の安全性 Part 9 玩具及び子供用製品中の特定のフタル
酸エステル
Safety of Toys Part 9 Certain Phthalates Esters in 
Toys and Children’s Products.

参照 玩具：「BIS認証」 ISIマーク– 電池なし玩具

参照： https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_SearchStandard.aspx?Standard_Number=IS+9873&id=0 

※2025年調査時点

https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_SearchStandard.aspx?Standard_Number=IS+9873&id=0


24
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ作成。無断転載・転用を禁ず

製品

玩具（電池、充電池、電気部品付き）
Toys (with battery or Rechargeable battery or electric parts 

IS 規格 内容 通知

IS 15644: 2006
電気玩具の安全性
Safety of Electric Toys.

86. Toys (Quality Control ) Order, 2020
(S.O. 853(E) dated 25th February 2020)
Toys (Quality Control) Amendment Order, 2020
Toys (Quality Control) Amendment Order, 2020
Toys (Quality Control) Second Amendment 
Order 2020
Toys (Quality Control) Second Amendment 
Order 2020
Toys (Quality Control) Amendment Order, 2024
S.O. 4277(E), dated 01th October 2024

スキーム – I ( isi    マークスキーム)

参照：https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+15644&id=7936 

※2025年調査時点

参照 玩具：「BIS認証」 ISIマーク– 電池有玩具

https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_searchstandard.aspx?Standard_Number=IS+15644&id=7936
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Products not covered by IS 9873

IS 9873（Part 1）：2012 ISO 8124-1：2009の適用範囲に含まれない製品は、以下の通り：
a)自転車（玩具とみなされるものを除く。すなわち、サドルの高さが435 mm以下のもの。条項E.1参照）
b)スリングショット；注「スリングショット」は「カタパルト」とも呼ばれます。
c)金属製の先端を有するダーツ
d)家庭用および公共の遊具
e)圧縮空気またはガス駆動の銃器およびピストル（条項E.1参照）
f)凧（ただし、糸の電気抵抗は含まれる）
g)完成品が主に遊びの価値を有しないモデルキット、趣味用品、手工芸品
h)スポーツ用品、キャンプ用品、運動器具、楽器、家具；ただし、これらと対応する玩具は含まれる。例えば、楽器やスポーツ
用品とその玩具の対応物との間には、しばしば微妙な違いがあることが認められている。製造者または販売者の意図、通常の使
用方法、および合理的に予見可能な濫用により、当該物品が玩具の対等品であるかどうかが決定される
i)内燃機関で駆動される航空機、ロケット、船舶、および陸上車両の模型；ただし、その対等品である玩具は含まれる(条項E.1
参照)
j)14歳未満の子供を対象としていない収集品
k)主に装飾目的で設計された休暇用装飾品
l)深水で使用される水泳用具、水泳学習用具、および子供用の浮力補助具（例：スイムシート、スイムエイド）
m)公共の場所（例：ゲームセンター、ショッピングセンター）に設置された玩具
n)500ピースを超えるまたは画像のないパズル（専門家向け）
o)花火（打火薬を含む）ただし、玩具用に特別に設計された打火薬を除く
p)成人監督下で教育目的で使用される加熱要素を含む製品
q)蒸気エンジン
r)ビデオ画面に接続可能で、定格電圧が24Vを超える電圧で動作するビデオ玩具
s)乳児用おしゃぶり（ダミー）
t)銃器の忠実な複製；u)定格電圧が24Vを超える電気オーブン、アイロンその他の機能製品
v)全体の長さが120cmを超えるアーチェリー用弓
w)子供用ファッションジュエリー（条項E.1参照）。

参照 玩具：「BIS認証」適用外となるケース
※2025年調査時点

参照: https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_SearchStandard.aspx?Standard_Number=IS+9873&id=0
https://law.resource.org/pub/in/bis/S11/is.9873.1.2012.pdf

https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_SearchStandard.aspx?Standard_Number=IS+9873&id=0
https://law.resource.org/pub/in/bis/S11/is.9873.1.2012.pdf
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Products not covered by IS 9873

Products not included within the scope of IS 9873 (Part 1) : 2012 ISO 8124-1 : 2009 are: 
a) bicycles, except for those considered to be toys, i.e. those having a maximum saddle height of 435 mm (see 

Clause E.1); 
b) slingshots; NOTE “Slingshots” are also known as “catapults”.
c) darts with metal points;
d) home and public playground equipment; 
e) compressed air- and gas-operated guns and pistols (see Clause E.1); 
f) kites (except for the electric resistance of their strings, which is included); 
g) model kits, hobby and craft items, in which the finished item is not primarily of play value; 
h) sporting goods and equipment, camping goods, athletic equipment, musical instruments and furniture; however, 

toys which are their counterparts are included. It is recognised that there is often a fine distinction between, for 
example a musical instrument or a sporting item and its toy counterpart. The intention of the manufacturer or 
distributor, as well as normal use and reasonably foreseeable abuse, determines whether the item is a toy 
counterpart or not; 

i) models of aircraft, rockets, boats and land vehicles powered by combustion engines; however, toys which are 
their counterparts are included (see Clause E.1); 

j) collectible products not intended for children under 14 years of age; 
k) holiday decorations that are primarily intended for ornamental purposes; 
l) aquatic equipment intended to be used in deep water, swimming-learning devices and flotation aids for children 

such as swim-seats and swim-aids; 
m) toys installed in public places (e.g. arcades and shopping centres); 
n) puzzles having more than 500 pieces or without a picture, for specialists; 
o) fireworks including percussion caps, except percussion caps specifically designed for toys; 
p) products containing heating elements intended for use under the supervision of an adult in a teaching context; 
q) steam engines; 
r) video toys that can be connected to a video screen and operated at a nominal voltage greater than 24 V; 
s) babies' pacifiers (dummies); 
t) faithful reproduction of firearms; 
u) electric ovens, irons or other functional products operated at a nominal voltage greater than 24 V; 
v) bows for archery with an overall relaxed length exceeding 120 cm; 
w) fashion jewellery for children (see Clause E.1). 

※2025年調査時点

参照 玩具：「BIS認証」適用外となるケース（英語）
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Products not covered by IS 5644

IS 5644（Part 1）に含まれない製品は、以下の通り：

a.玩具 - 蒸気機関車
b.成人コレクター向けのスケールモデル
c.成人コレクター向けの民芸人形、装飾人形その他の類似品
d.スポーツ用品
e.深水で使用することを目的としたいわゆる水泳用具
f.遊戯場において集団で使用することを目的とした設備
g.アミューズメント機器（IEC 60335-2-82）
h.公共の場所（ショッピングセンター、駅など）に設置される専門的な玩具
i.保護者の監督下で教育目的で使用される加熱要素を含む製品
j.携帯用子供向け照明器具（IEC 60598-2-1 O）
k.クリスマス装飾品。

Link to download standard: https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_SearchStandard.aspx?Standard_Number=15644&id=0
参照: https://www.china-gauges.com/Uploads/download/664d5ce45d06a.pdf

※2025年調査時点

参照 玩具：「BIS認証」適用外となるケース

https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_SearchStandard.aspx?Standard_Number=15644&id=0
https://www.china-gauges.com/Uploads/download/664d5ce45d06a.pdf
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Products not covered by IS 5644

a. toy -steam engines;
b. scale models for adult collectors;
c. folk dolls and decorative dolls and other similar articles for adult collectors;
d. sports equipment;
e. aquatic equipment intended to be used in deep water;
f. equipment intended to be used collectively in playgrounds;
g. amusement machines (IEC 60335-2-82);
h. professional ‘toys installed in public places (shopping centres, stations, etc.);
i. products containing heating elements intended for use under the supervision of an adult in a teaching 

context;
j. portable child-appealing Iuminaires (IEC 60598-2-1 O);
k. Christmas decorations.

※2025年調査時点

参照 玩具：「BIS認証」適用外となるケース（英語）
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✓ 下記の表に記載されている文房具でBISの対象となるのは、政府が品質管理命令（QCO）によりBIS認証取得を義務付け
られた製品のみ。コピー用紙のみ該当。様々なインド規格（Indian Standard：IS）でカバーされており、
BISスキームⅠ（任意認証と強制認証の両方）に該当する。

✓ 任意認証製品はBIS認証の取得が義務付けられているわけではないが、BIS認証を取得することで、インドで輸入販売す
る際の製品の信頼性や消費者の信用を高めることができる

✓ 下記の表に記載以外のものはBIS認証は不要

No 製品名 Product Name インド規格 (IS) BISスキーム 必須/任意

1 コピー用紙 Plain Copier Paper IS 14490 Scheme -1 必須

2 商業フォーム/冊子
Commercial Stationery 

Forms/Books
IS 12780 Scheme -1 任意

3 カーボン用紙 Carbon Papers – Handwriting IS 3450 Scheme -1 任意

4
コーティング紙およびボード

（アートとクロモ用）
Coated Paper and Board 

(Art and Chromo)
IS 4658 Scheme -1 任意

5 食品包装用印刷インク
Printing Inks for Food 

Packaging
IS 15495 Scheme -1 任意

6 チョーク School Chalks, moulded, white IS 2694 Scheme -1 任意

7 ボールペン Ballpoint Pens IS 3705 Scheme -1 任意

8 筆記・印刷用紙 Writing and Printing Paper IS 1848 Scheme -1 任意

9 永久記録用紙 Paper for Permanent Records IS 1774 Scheme -1 任意

10 学校で使用する紙の文具
Paper Stationery Items for 

Schools
IS 5195 Scheme -1 任意

【文具 BIS認証とIS規格】 ※2025年調査時点

参照：https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-
scheme/?lang=en

参照 文具：「BIS認証」適用となるケース

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
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【衣類・繊維 BIS認証とIS規格】

✓ 衣類は単一のカテゴリーとして定義されておらず、IS規格は繊維製品の安全面と性能、ラベルに表示に準拠し、BIS必須
の有無が決定される

✓ 下記の表のカテゴリはBIS認証が必須となる。それ以外のものは不要

No カテゴリ

1 医療用繊維製品

2 保護繊維製品

3 ジオテキスタイル

4 ロープ・紐類

5 ポリエステル糸

６ パッケージング用の繊維/布

７ その他

参照 衣類・繊維：「BIS認証」適用となるケース

参照：https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en 

※2025年調査時点

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en


31
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ作成。無断転載・転用を禁ず

医療用繊維

下記の医療用繊維製品はスキーム - I（ISIマークスキーム）の対象であり、登録が必要

IS No. 製品 詳細 通達

IS 5405 : 2019
生理用ナプキン
Sanitary napkins

使い捨て生理用ナプキン
134. Medical Textiles (Quality Control) 
Order, 2023
S.O. 4247(E), dated 27th September 
2023
Medical Textiles (Quality Control) 
Amendment Order, 2024
(S.O. 830(E), dated 22nd February, 
2024)
Medical Textiles (Quality Control) 
Order, 2024
S.O. 4634(E), dated 23rd October 
2024
Medical Textiles (Quality Control) 
Amendment Order, 2025
S.O. 04(E), dated 02nd January 2025

IS 17509 : 2021
紙おむつ
Disposable baby diaper

-

IS 17514 : 2021
再利用可能な生理用ナプキン/ショーツ
Reusable Sanitary pad/ Sanitary Napkin/ 
Period Panties

再利用可能な生理用品

IS 17349 : 2020
シューズカバー
Shoe covers

医療用保護カバー

IS 17354 : 2020
デンタルビブまたはナプキン
Dental Bib or Napkins

医療用吸水性繊維

IS 17630 : 2021
ベッドシーツと枕カバー
Bed sheet and Pillow Cover

医療用寝具繊維

Scheme – I ( isi    Mark Scheme)

参照 衣類・繊維：「BIS認証」適用となるケース

参照：https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en

※2025年調査時点

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
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保護繊維

Scheme – I ( isi    Mark Scheme)

IS No. 製品 詳細 通達

IS 15741 : 2007
難燃性カーテン＆ドレープ
Flame retardant Curtains and Drapes

保護繊維

109.Protective Textiles (Quality 
Control) Order, 2022
(S.O. 1707(E), dated 10th April, 
2023)
Protective Textiles (Quality Control) 
Amendment Order, 2022
(S.O. 2332(E), 24th May, 2023)
Protective Textiles (Quality Control) 
Amendment Order, 2024
S.O. 3896(E), dated 12th September 
2024

IS 16890 : 2018
消防士用保護服
Protective clothing for firefighters

作業者用繊維

IS 16874 : 2018
消防士用保護手袋
Protective gloves for firefighters

耐火手袋

IS 15748 : 2022
熱にさらされる産業労働者のための防護服
Protective clothing for industrial workers exposed 
to heat

消防士や武器使用者を除く

IS 15742 : 2007

熱や炎から保護する、燃え広がりの少ない素材や素材の組み
合わせでできた衣服
Clothing made of limited flame spread materials 
and material assemblies affording protection 
against heat and flame

断熱複合繊維

IS 15809 : 2017
視認性の高い警告服
High visibility Warning Clothes

反射ウェア

IS 16655 : 2017
溶接および関連工程で使用する保護服
Protective Clothing for use in welding and allied 
processes

防護服

IS 16725 : 2018
タクティカル3点スリング
Tactical 3 point sling

軍服

IS 16726 : 2018

弾薬と手榴弾用のポーチ（破壊パターン加工ナイロン-66
製）
Pouch for ammunition and grenades made of 
disruptive pattern nylon-66

-

IS 17051 : 2018
防弾ジャケット
Bullet resistant jackets

防弾ベスト

IS 17286 : 2019
防水多目的用レインポンチョ
Water-proof multipurpose rain poncho

多目的

下記の保護繊維製品はスキーム - I（ISIマークスキーム）の対象であり、登録が必要

参照：https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en

※2025年調査時点

参照 衣類・繊維：「BIS認証」適用となるケース

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
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ジオテキスタイル

以下のジオテキスタイルはスキームI（ISIマークスキーム）の対象であり、このような製品については登録が必要

Scheme – I ( isi    Mark Scheme)

IS No. 製品 詳細 通達

IS 15351 : 2015

防水ライニング用ラミネート高密着ポリエチレン（HDPE）織物塩メンブ
レン
Laminated High Density Polyethylene (HDPE) Woven 
Geomembrane for Water Proof Lining

防水ライニング

107.Geo Textiles (Quality 
Control) Order, 2022
(S.O. 1706 (E), dated 10th 
April, 2023)

Geo Textiles (Quality Control) 
Amendment Order, 2022
(S.O. 2331(E), dated 24th 
May, 2023)

Ministry of Textiles Order, 
2023
No. 6/1/2021 – R&D (Pt.) , 
dated 06 October, 2023

IS 15909 : 2020
ポリ塩化ビニル（PVC）製ジオメンブレン
Poly Vinyl Chloride (PVC) Geomembranes

ライニング施工

IS 16653 : 2017
針打ち加工不織布ジオバッグ
Needle punched non-woven geobags

海岸/水路の保護

IS 16654: 2017
ポリプロピレン多繊維織りジオバッグ
Polypropylene Multifilament woven geobags

海岸/水路の保護

IS 14715 (Part 1): 2016
ジュートジオテキスタイル
Jute Geotextiles

道路強化

IS 14715 (Part 2): 2016
ジュートジオテキスタイル
Jute Geotextiles

河川/水路の保護

IS 15869 : 2020
オープン織りコイア・ブーバストラ
Open Weave Coir Bhoovastra

土壌浸食保護

IS 16391 : 2015

舗装構造物における下層分離に用いられるジオテキスタイル

Geotextiles used in sub-grade separation in pavement 
structures

塗装補強

IS 16393 : 2015
地中排水工事に用いられるジオテキスタイル

Geotextiles used in Subsurface Drainage Application
排水施工

IS 16362 : 2020

舗装構造物の下層安定化に用いられるジオテキスタイル

Geotextiles used in Sub-grade Stabilisation in pavement 
structures

舗装サポート

IS 16352 : 2020
ライニング用高密度ポリエチレン（HDPE）ジオメンブレン
High Density Polyethylene (HDPE) Geomembranes for 
lining

ライニング施工

IS 16090:2013
保護（または緩衝）材として使用されるジオテキスタイル
Geotextiles used as protection (or cushioning) materials

衝撃保護

参照：https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-
scheme/?lang=en

※2025年調査時点

参照 衣類・繊維：「BIS認証」適用となるケース

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
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ジオテキスタイル

以下のジオテキスタイルはスキームI（ISIマークスキーム）の対象であり、このような製品については登録が必要

Scheme – I ( isi    Mark Scheme)

IS No. 製品 詳細 通達

IS 16392:2015
永久的な侵食防止用ジオテキスタイル（硬質装甲システム用）
Geotextiles for permanent erosion control in hard armor 
systems

硬質装甲システム

107.Geo Textiles (Quality 
Control) Order, 2022
(S.O. 1706 (E), dated 10th 
April, 2023)

Geo Textiles (Quality 
Control) Amendment 
Order, 2022
(S.O. 2331(E), dated 24th 
May, 2023)

Ministry of Textiles Order, 
2023
No. 6/1/2021 – R&D (Pt.) , 
dated 06 October, 2023

IS 17371:2020
柔軟性のある舗装用ジオグリッド
Geogrids for flexible pavements

補強

IS 17372:2020

土留め構造物における土の補強材として使用されるポリマー製ストリップ
またはジオストリップ
Polymeric strip or geostrip used as soil reinforcement in 
retaining structures

土壌改良

IS 17373:2020
補強土留め構造に使用されるジオグリッド
Geogrids used in reinforced soil retaining structures

土壌保持

IS 17374:2020
排水・耐薬品性ライニング用強化HDPE膜
Reinforced HDPE membrane for effluents and chemical 
resistance lining

排水の貯留

IS 17880 :2022

ジオシンセティックス - 合成ポリマー製ロープガビオン（海岸および水域
保護用）
Geosynthetics — Synthetic Polymer RopeGabions for 
Coastal and Waterways Protection — Specification

海岸線の保護

108. Geotextiles (Quality 
Control) Order, 2024
S.O. 4332(E), dated 03rd 
October 2024

参照：https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-
scheme/?lang=en

※2025年調査時点

参照 衣類・繊維：「BIS認証」適用となるケース

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
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ロープと紐

以下のロープ・紐類はスキーム-I（ISIマークスキーム）の対象であり、登録が必要である。

Scheme – I ( isi    Mark Scheme)
IS No. 製品 詳細 通達

IS 1084:2005
繊維製品 – マニラロープ
Textiles — Manila Ropes — Specification

天然繊維ロープ

173. Ropes and Cordages (Quality 
Control) Order, 2024

S.O. 4327(E), dated 03rd October 
2024

IS 11066:2022
ファイバーロープ -ポリエステル
Fibre Ropes — Polyester

3-, 4-, 8, 12ストランドロープ

IS 14928:2001
繊維 – 合成繊維複合ロープ
Textiles — Composite Synthetic Fibre 
Ropes — Specification

一般的用途

IS 14929: 2022
混合ポリオレフィン繊維ロープ
Mixed Polyolefin Fibre Ropes

モノフィラメント/マルチフィラメント

IS 1804:2004
スチールワイヤーロープ – ファイバーメインコア
Steel wire ropes – Fibre main cores – 
Specification

ファイバーコア付

IS 4572:2022
ファイバーロープ – ポリアミド
Fibre Ropes — Polyamide

3-, 4-, 8, 12ストランドロープ

IS 5175:2022

ファイバーロープ - ポリプロピレン・スプリットフィルム・モ
ノフィラメント・マルチフィラメント（PP2）およびポリプ
ロピレン・ハイテナシティ・マルチフィラメント（PP3）-
3、4、8、12ストランドロープ
Fibre Ropes — Polypropylene Split Film, 
Monofilament And Multifilament ( PP2 ) 
and Polypropylene High-Tenacity 
Multifilament ( PP3 ) —3-, 4-, 8- and 12- 
Strand Ropes

スプリットフィルム、モノフィラメント、マルチフィラメ
ント

IS 8674 : 2013
ファイバーロープ – ポリエチレン
Fibre Ropes — Polyethylene

3, 4ストランドロープ

IS 17609 : 2021

ポリエステル / ポリオレフィン・デュアルファイバーのファ
イバーロープ
Fibre Ropes Of Polyester / Polyolefin dual 
Fibre

デュアルファイバーロープ

参照：https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-
scheme/?lang=en

※2025年調査時点

参照 衣類・繊維：「BIS認証」適用となるケース

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
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ポリエステル糸

下記のポリエステル糸は、スキーム – I（ISIマークスキーム）の対象であり、登録が必要である

Scheme – I ( isi    Mark Scheme)

IS No. 製品 詳細 通達

IS 17261:2019

ポリエステル連続フィラメント完全延伸糸
（FDY）
Polyester Continuous Filament Fully 
Drawn Yarn (FDY)

完全延伸糸

50. Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2021
(S.O. 1621 (E) dated 15.04.2021)
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2021
(S.O. 4183(E) dated 08.10.2021)
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2022
Amendment order for various chemicals, dated 05/04/2022
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2022
Amendment order for various Petrochemicals, dated 29 September 2022
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2023
(S.O. 1558(E), dated 31/03/2023)
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2023
(S.O. 3193(E), dated 17th July, 2023)
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2024
S.O. 2878(E), dated 18th July 2024

IS 17264:2019
ポリエステル工業糸（IDY）
Polyester Industrial Yarn (IDY)

高強力工業用糸

Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2021
(S.O. 1622 (E) dated 15.04.2021)
Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2021
(S.O. 4184(E) dated 08.10.2021)
Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2022
Amendment order for various chemicals, dated 05/04/2022
Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2022
Amendment order for various Petrochemicals, dated 29 September 2022
Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2023
(S.O. 1560(E), dated 31/03/2023)
Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Second Amendment Order, 2023
(S.O. 3196(E), dated 17th July, 2023)

IS 17262:2019
ポリエステル部分配向糸（POY）
Polyester Partially Oriented Yarn 
(POY)

テクスチャリング用中間糸

Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2021
(S.O. 1623 (E) dated 15.04.2021)
Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2021
(S.O. 4185(E) dated 08.10.2021)
Polyester Partially Oriented Yarn(Quality Control) Order, 2022
Amendment order for various chemicals, dated 05/04/2022
Polyester Partially Oriented Yarns (Quality Control) Amendment Order, 2022
Amendment order for various Petrochemicals, dated 29 September 2022
Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Amendment Order, 2023
(S.O. 1559(E), dated 31/03/2023)
Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2023
(S.O. 3194(E), dated 17th July, 2023)

IS 17263:2019
ポリエステル短繊維（PSF）
Polyester Staple Fibres (PSF)

紡績および不織布製品に使用される繊
維

Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2021
(S.O. 1624 (E) dated 15.04.2021)
Polyester Staple Fibers (Quality Control) Amendment Order, 2021
(S.O. 4186(E) dated 08.10.2021)
Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022
Amendment order for various chemicals, dated 05/04/2022
Polyester Staple Fibres (PSF) (Quality Control) Amendment Order, 2022
Amendment order for various Petrochemicals, dated 29 September 2022
Polyester Staple Fibres (Quality Control) Amendment Order, 2023
S.O. 2333(E), dated 26th May 2023

参照：https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-
scheme/?lang=en

※2025年調査時点

参照 衣類・繊維：「BIS認証」適用となるケース

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
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パッケージング

Scheme – I ( isi    Mark Scheme)

IS No. 製品 詳細 通達

IS 14887:2014

繊維製品 -高密度ポリエチレン(HDPE)/ポリプロピレン(PP)織物
サック50キログラム食品穀物包装用
Textiles –High Density Polyethylene (HDPE)/ 
Polypropylene (PP) Woven Sacks for packaging of 
50 kilogram Foodgrains

包装袋

89. The Textiles-High Density 
Polyethylene and Polypropylene woven 
sacks for packaging or filling (quality 
control) Order, 2020
S.O. 1403(E) dated 23rd April, 2020

IS 16208:2015

繊維製品 -10キログラム、15キログラム、20キログラム、25キログ
ラム、30キログラムの穀物包装用高密度ポリエチレン（HDPE）/
ポリプロピレン（PP）織物サック
Textiles –High Density Polyethylene (HDPE)/ 
Polypropylene (PP) Woven Sacks for packaging 10 
kilogram, 15 kilogram, 20 kilogram, 25 kilogram, 
and 30 kilogram Foodgrains

包装袋

IS 14968:2015

繊維製品 -高密度ポリエチレン（HDPE）/ポリプロピレン（PP）
50キログラム/25キログラム砂糖包装用織物サック
Textiles –High Density Polyethylene (HDPE)/ 
Polypropylene (PP) Woven Sacks for packaging 50 
kilogram /25 kilogram Sugar

包装袋

IS 14252:2015

繊維製品 -充填砂用高密度ポリエチレン（HDPE）/ポリプロピレ
ン（PP）織物サック
Textiles –High Density Polyethylene (HDPE)/ 
Polypropylene (PP) Woven Sacks for filling Sand

包装袋

下記のパッケージング用の繊維/布はスキーム-1（ISIマークスキーム）の対象であり、登録が必要です。

参照：https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-
scheme/?lang=en

※2025年調査時点

参照 衣類・繊維：「BIS認証」適用となるケース

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
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パッケージング

Scheme – I ( isi    Mark Scheme)

IS No. 製品 詳細 通達

IS 11652:2017

繊維 - 50kgセメント包装用高密度ポリエチレン（HDPE）/ポリ
プロピレン（PP）織布サック
Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ 
Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 
50 kg Cement

セメント包装

Textiles—High Density Polyethylene (HDPE) 
/Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg 
Cement (Quality Control) Order, 2023
S.O. 5178(E), dated 06th December 2023
Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ 
Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg 
Cement (Quality Control) Amendment Order, 2024
S.O. 2181(E), dated 04th June 2024
Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) 
/Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg 
Cement (Quality Control) Second Amendment Order, 
2024
S.O. 3938(E), dated 13th September 2024
Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ 
Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg 
Cement (Quality Control) Third Amendment Order, 2024
S.O. 5261(E), dated 06th December 2024

IS 16709:2017

繊維 - ポリプロピレン（PP）織物、ラミネート、ブロックボトムバル
ブサック（50kgセメント包装用）
Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, 
Block Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg 
Cement

セメント包装

Textiles—Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block 
Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement 
(Quality Control) Order, 2023
S.O. 5179(E), dated 06th December 2023
Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block 
Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement 
(Quality Control) Amendment Order, 2024
S.O. 2182(E), dated 04th June 2024
Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block 
Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement 
(Quality Control) Second Amendment Order, 2024
S.O. 3939(E), dated 13th September 2024
Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block 
Bottom Valve Sacks for Packaging of 50 kg Cement 
(Quality Control) Third Amendment Order, 2024
S.O. 5262(E), dated 06th December 2024

IS 9755:2021

繊維-高密度ポリエチレン(HDPE)/ポリプロピレン(PP)織物肥料
包装袋
Textiles—High Density Polyethylene (HDPE) 
/Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging 
Fertilizers

肥料包装

143. Textiles—High Density Polyethylene (HDPE) 
/Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging Fertilizers 
(Quality Control) Order, 2023
S.O. 5177(E), dated 06th December 2023
Textiles—High Density Polyethylene (HDPE) 
/Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging Fertilizers 
(Quality Control) Amendment Order, 2024
S.O. 2180(E), dated 04th June 2024

下記のパッケージング用の繊維/布はスキーム-1（ISIマークスキーム）の対象であり、登録が必要です。

参照：https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-
scheme/?lang=en

※2025年調査時点

参照 衣類・繊維：「BIS認証」適用となるケース

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
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その他のカテゴリ

Scheme – I ( isi    Mark Scheme)

IS No. 製品 詳細 通達

IS 16481:2016

セメント系マトリックス用合成マイクロファイ
バー
Synthetic Micro-Fibres for use in 
Cement Based Matrix

セメント系複合材料の補強

Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) 
Order, 2021
(S.O. 1627 (E) dated 15.04.2021)
Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) 
Amendment Order, 2021
(S.O. 4188(E) dated 08.10.2021)
Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) 
Order, 2022
Amendment order for various chemicals, dated 05/04/2022
Synthetic Micro- Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) 
Amendment Order, 2022
Amendment order for various Petrochemicals, dated 29 September 2022

IS 11356:2020
スチレン・ブタジエンゴムラテックス
Styrene-Butadiene Rubber Latex

繊維及び工業用ゴム用途

Styrene-Butadiene Rubber Latex (Quality Control) Order, 2021
(S.O. 1626 (E) dated 15.04.2021)
Styrene-Butadiene Rubber Latex (Quality Control) Amendment Order, 2024
S.O. 3957(E), dated 18th September 2024

IS 7328:2020

ポリエチレン材料（成形用および押出
用）
(i) 低密度ポリエチレン (LDPE)
(ii) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
(iii) 高密度ポリエチレン（HDPE）

Polyethylene Material for 
moulding and extrusion
(i) Low Density Polyethylene 
(LDPE)
(ii) Linear Low-Density 
Polyethylene (LLDPE)
(iii) High Density Polyethylene 
(HDPE)

LDPE, LLDPE

Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 
2021
(S.O. 1625 (E) dated 15.04.2021)
Polyethylene Material for moulding and extrusion (Quality Control) 
Amendment Order, 2021
(S.O. 4187(E) dated 08.10.2021)
Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 
2022
Amendment order for various chemicals, dated 05/04/2022
Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) 
Amendment Order, 2022
Amendment order for various Petrochemicals, dated 29 September 2022
Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) 
Amendment Order, 2023
(S.O. 1557(E), dated 31/03/2023)
Polyethylene Material for Moulding and Extrusion(Quality Control) 
Amendment Order, 2023
(S.O. 4235(E), 26th September, 2023)
Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) 
Amendment Order, 2024
(S.O. 68(E), dated 04th January, 2024)

その他のカテゴリーは、スキーム – I（ISIマークスキーム）の対象であり、登録が必要である

参照：https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-
scheme/?lang=en

※2025年調査時点
参照 衣類・繊維：「BIS認証」適用となるケース

https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/?lang=en
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申請書類の準備

（必要書類の準備・

FMCS申請フォーム

使用）

申請書類の提出
BISによる審査・

書類確認
BISによる工場監査

BISによる

製品サンプル抽出・

インドBIS認定ラボ

でのサンプル試験

BISによる審査
承認・

BIS（ISI）認証獲得

本調査の対象となる「IP商品の玩具・文具・衣類（一部）」は
BISの強制認証(Mandatory Certification)_ISIマーク認証（Scheme-I）による審査制度が適用され、
インド国内で販売・輸入・流通させる前にBIS認証(ISIマーク)を取得することが法的に義務づけられている。
BIS認証獲得までのプロセスは以下の通り。

記入済みの申請書に必要書類を添付し、BIS外国製造業者認証部に提出申請書の提出

BISは提出された書類に不備がないか、適合しているかを審査書類審査

BISは、インド規格への適合性を評価するため、製造施設の立入検査を実施工場検査/視察

玩具のサンプルをインド国内のBIS認可試験所で試験製品テスト

工場検査と製品試験の両方が満足のいく結果であった場合、BISは標準マー

クを使用するライセンスを付与
ライセンスの付与

BISは定期的な監視を実施定期的監査

【BIS認証登録手続きが必要な場合のプロセス】

５．IP商品のBIS認証登録手続きが必要な場合
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【BIS認証登録手続きが必要な場合のプロセス】

申請書類の準備

（必要書類の準備・

FMCS申請フォーム

使用）

申請書類の提出
BISによる審査・

書類確認
BISによる工場監査

BISによる

製品サンプル抽出・

インドBIS認定ラボ

でのサンプル試験

BISによる審査
承認・

BIS（ISI）認証獲得

本調査の対象となる「IP商品の玩具・文具・衣類（一部）」は
BISの強制認証(Mandatory Certification)_ISIマーク認証（Scheme-I）による審査制度が適用され、
インド国内で販売・輸入・流通させる前にBIS認証(ISIマーク)を取得することが法的に義務づけられている。
BIS認証獲得までのプロセスは以下の通り。

申請書類の準備（必要書類の準備・FMCS申請フォーム使用）

１ 申請書類（Application form）（FMCS形式:外国製造業者認証：Certification for Foreign Manufacturers) 

２ 製品仕様書／技術仕様書

３ 製造工程フローチャートおよび工場のレイアウト図

４ 原材料リスト

５ 品質管理体制に関する文書（品質マニュアル、QC 手順、記録など）

６ 製品写真およびラベル表示サンプル

７ 認定代理人情報（インド代理人：Authorized Indian Representative (AIR)の指定）

８ 登録するブランド名・モデル情報

９ 工場の法的登録証明書類

10 BIS 認定試験所による試験報告書（IS 15644 準拠）
※玩具の電気/非電気で適用規格が異なる

参照：
https://www.bis.gov.i
n/fmcs/certification-
process/aboutfmcs/
https://www.bis.gov.i
n/fmcs/certification-
process/grant-of-
licence/
https://www.bis.gov.i
n/fmcs/forms-and-
formats/
https://www.bis.gov.i
n/wp-
content/uploads/2018
/11/Checklist_for_App
lication.pdf

５．IP商品のBIS認証登録手続きが必要な場合

https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/aboutfmcs/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/aboutfmcs/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/aboutfmcs/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/grant-of-licence/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/grant-of-licence/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/grant-of-licence/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/grant-of-licence/
https://www.bis.gov.in/fmcs/forms-and-formats/
https://www.bis.gov.in/fmcs/forms-and-formats/
https://www.bis.gov.in/fmcs/forms-and-formats/
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Checklist_for_Application.pdf
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Checklist_for_Application.pdf
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Checklist_for_Application.pdf
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Checklist_for_Application.pdf
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Checklist_for_Application.pdf
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【BIS認証登録手続きが必要な場合のプロセス】

申請書類の準備

（必要書類の準備・

FMCS申請フォーム

使用）

申請書類の提出
BISによる審査・

書類確認
BISによる工場監査

BISによる

製品サンプル抽出・

インドBIS認定ラボ

でのサンプル試験

BISによる審査
承認・

BIS（ISI）認証獲得

本調査の対象となる「IP商品の玩具・文具・衣類（一部）」は
BISの強制認証(Mandatory Certification)_ISIマーク認証（Scheme-I）による審査制度が適用され、
インド国内で販売・輸入・流通させる前にBIS認証(ISIマーク)を取得することが法的に義務づけられている。
BIS認証獲得までのプロセスは以下の通り。

申請書類の準備（必要書類の準備・FMCS申請フォーム使用）

１ 申請書類（Application form）（FMCS形式:外国製造業者認証：Certification for Foreign Manufacturers) 

２ 製品仕様書／技術仕様書

３ 製造工程フローチャートおよび工場のレイアウト図

４ 原材料リスト

５ 品質管理体制に関する文書（品質マニュアル、QC 手順、記録など）

６ 製品写真およびラベル表示サンプル

７ 認定代理人情報（インド代理人：Authorized Indian Representative (AIR)の指定）

８ 登録するブランド名・モデル情報

９ 工場の法的登録証明書類

10 BIS 認定試験所による試験報告書（IS 15644 準拠）
※玩具の電気/非電気で適用規格が異なる

参照：
https://www.bis.gov
.in/fmcs/certification
-process/aboutfmcs/
https://www.bis.gov
.in/fmcs/certification
-process/grant-of-
licence/
https://www.bis.gov
.in/fmcs/forms-and-
formats/
https://www.bis.gov
.in/wp-
content/uploads/201
8/11/Checklist_for_
Application.pdf

５．IP商品のBIS認証登録手続きが必要な場合

https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/aboutfmcs/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/aboutfmcs/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/aboutfmcs/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/grant-of-licence/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/grant-of-licence/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/grant-of-licence/
https://www.bis.gov.in/fmcs/certification-process/grant-of-licence/
https://www.bis.gov.in/fmcs/forms-and-formats/
https://www.bis.gov.in/fmcs/forms-and-formats/
https://www.bis.gov.in/fmcs/forms-and-formats/
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Checklist_for_Application.pdf
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Checklist_for_Application.pdf
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Checklist_for_Application.pdf
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Checklist_for_Application.pdf
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Checklist_for_Application.pdf
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FMCSのタイムライン他

認証取得に必要な手数料およびその他の料金

Sno. Charge 手数料の内容 費用

1 Application Fee 申請料 INR 1,000 (約USD 15-20) 返金不可

2 Factory Inspection/ Audit 
Charges

工場検査/監査費用 INR 300/日 +旅費 + Visa +宿泊費 関係者1名につき1日当
たり

3 Testing Charges 検査費用 検査機関により異なる

4 Marking Fee マーク使用料 実費

5 Annual License Fee 年間ライセンス USD 35 返金不可

6 Bank Guarantee per Standard 
License

ライセンスごとの銀行保証 USD 10,000

参照：https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2021/06/LIST-OF-FEE-3.pdf 

1. 南アジア地域協力連合（SAARC）非加盟国の申請者／ライセンス取得者は、すべての支払いを米ドル相当額で行う。南アジア地域協力連合
(SAARC)加盟国の申請者/ライセンシーの場合、すべての支払いはGST(適用される場合)込みのINR、または同等の米ドルで行うことができる。

2. 上記の金額は、銀行手数料および送金手数料を除いたものである。銀行手数料および/または送金手数料がある場合は、上記の金額に加えて入金
し、外国為替レートの変動にも注視して、上記の純手数料/手数料（INR）がBIS口座に入金されるようにする必要がある。 

取得までの
タイムライン

約6か月

※様々な要因によりずれ
る可能性がある

申請
※製品や製造施設ごとに

個別の申請が必要

有効期限と更新
※ライセンスは1年間有効

その後も更新可能

５．IP商品のBIS認証登録手続きが必要な場合

https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2021/06/LIST-OF-FEE-3.pdf
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FMCS認証に必要な要件

承認後の義務

特徴 ライセンス更新 銀行保証

更新要件 有効期限前 期限前

提出期限 有効期限3ヶ月前 有効期限前

最初の保証額 N/A USD 10,000

提出先 N/A BIS

外国の製品メーカーがFMCSに基づくBISライセンスを取得した後、ライセンスを維持し、継続的に輸出をするためには、以下の承認後の義務を遵守しなけれ
ばならない。

項目 要件

１ 自社内検査施設

◼ 工場は、玩具に関する関連するインド規格（IS）に準拠した完全な自社内試験施設を保有し

なければならない

◼ 試験は、適用されるIS規格に定められた方法に従って実施されなければならない例えば、非

電気玩具についてはIS 9873（Part 1）：2019、電気玩具についてはIS 15644：2006など

２ 不適合（NC）リスク

◼ インド規格に準拠しない原材料の使用や必要な試験が欠如しているなど、いかなる不適合も申請の却下に

つながる可能性がある

◼ すべての指定された規格への厳格な遵守は、認証の遅延や拒否を回避するために必須

３ 品質維持と記録管理
◼ 工場は製品品質の一貫性を維持し、すべての試験活動の包括的な記録を保持する必要がある

◼ これらの記録は、BIS当局の検査にいつでも提示できる状態で保管しなければならない

４ 校正証明書
◼ 試験機器の校正証明書は、有効期限が切れる前に更新する必要がある

◼ 有効期限が切れた校正証明書は、規格不適合の原因となり、申請の却下につながる可能性がある 

５．IP商品のBIS認証登録手続きが必要な場合
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【IP商品輸入に関する様々な規制一覧】

項目 概要 URL
左記URL

参照
ページ

１
BIS認証 ： BIS（Bureau of Indian 
Standards）

「BIS認証」とは、製品がインドの国家標準（IS規格）に適合して
いることを、BISが公式に認める制度のこと

https://www.bis.gov.in/the-bureau/about-
bis/

10-11
13-41

２

BIS ISIマーク：ISI（ Indian Standards 
Institution ） 「ISIマーク」とは、製品がBISのIS規格に合格し、正式な認証を

受けたことを示すラベル（品質マーク）のこと

https://www.bis.gov.in/product-
certification/products-under-compulsory-
certification/scheme-i-mark-scheme/

12
13-41

３

外国製造業者認証：Certification for 
Foreign Manufacturers (FMCS) BISが外国メーカーにライセンスを付与し、関連するインド規格に

適合する製品にBIS規格マークを使用できるようにする制度のこと

https://www.bis.gov.in/product-
certification/products-under-
compulsory-certification/scheme-i-
mark-scheme/

42-44

４
AIR登録：Authorized Indian 
Representative （BIS用） FMCS認証取得の際に、インド現地代理人の登録が必要

https://www.bis.gov.in/wp-
content/uploads/2025/02/GrantofLicence-
Guidelines-04Feb2025.pdf

42

５

WPC（無線機能機器）ITA証明書：
WPC_ETA（Wireless Planning and 
Coordination_Equipment Type 
Approval：ETA ）

Wi-FiやBluetooth内蔵製品はWPC登録が必要。インドの免許不要
周波数帯で動作するすべての無線機器に必要な認証のこと

https://eservices.dot.gov.in/equipment-type-
approval-eta

46-48

６
繊維製品試験証明書（TTC）：

  Textile Testing Certificate (TTC)

インドに輸入されるすべての衣料品に取得が義務付けられている証
明書

https://textilescommittee.nic.in/testing-
service
https://drive.google.com/file/d/1NomiSbMoG
wZQEGQtFNLV5z6j1mYTIl_r/view

49-54

７ アゾ染料証明書：Azo dye certificate TTC取得の際に確認される化学物質の適合性に関する証明書
https://textilescommittee.gov.in/wp-
content/uploads/2025/09/SOP.pdf 

51,
53-54

８ 知的財産権（IPR） インド著作権法に基づく知的財産権（IP）保護制度 https://ipindia.gov.in/ 55-57

９
輸出入者コード(IECコード：Import Export 
Code)

インドに輸入するために現地輸入者が取得
https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=iec-profile-
management

60

10
GST登録
(Goods and Services Tax 税)

インド国内で販売する際の納税やインボイス発行や仕入控除のため
に必要

https://www.gst.gov.in/help/enrollmentwithg
st

60

11
拡大生産者責任：EPR（Extended Producer 
Responsibility）

特に消費者使用後の段階における環境管理に生産者が責任を持つと
いう政策メカニズムで取得必須

https://eprplastic.cpcb.gov.in/#/plastic/home 61-64

12
法定計量規則（Legal Metrology Rules） インドで包装済み商品の輸入、製造、包装に携わる企業にとって必

須の認証

https://consumeraffairs.gov.in/pages/legal-
metrology-act

65-69

６．インドIP商品輸入規制に関する説明

https://www.bis.gov.in/the-bureau/about-bis/
https://www.bis.gov.in/the-bureau/about-bis/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/scheme-i-mark-scheme/
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2025/02/GrantofLicence-Guidelines-04Feb2025.pdf
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2025/02/GrantofLicence-Guidelines-04Feb2025.pdf
https://www.bis.gov.in/wp-content/uploads/2025/02/GrantofLicence-Guidelines-04Feb2025.pdf
https://eservices.dot.gov.in/equipment-type-approval-eta
https://eservices.dot.gov.in/equipment-type-approval-eta
https://textilescommittee.nic.in/testing-service
https://textilescommittee.nic.in/testing-service
https://drive.google.com/file/d/1NomiSbMoGwZQEGQtFNLV5z6j1mYTIl_r/view
https://drive.google.com/file/d/1NomiSbMoGwZQEGQtFNLV5z6j1mYTIl_r/view
https://textilescommittee.gov.in/wp-content/uploads/2025/09/SOP.pdf
https://textilescommittee.gov.in/wp-content/uploads/2025/09/SOP.pdf
https://ipindia.gov.in/
https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=iec-profile-management
https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=iec-profile-management
https://www.gst.gov.in/help/enrollmentwithgst
https://www.gst.gov.in/help/enrollmentwithgst
https://eprplastic.cpcb.gov.in/#/plastic/home
https://consumeraffairs.gov.in/pages/legal-metrology-act
https://consumeraffairs.gov.in/pages/legal-metrology-act
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Ministry

Department

National Authority

通信省
 The Ministry of Communications

電気通信局
Department of Telecommunication

無線計画調整局
Wireless Planning and Coordination Wing：WPC

無線計画調整局_機器型式承認
WPC_ETA（Wireless Planning and Coordination_Equipment Type Approval：ETA ）について

ETAが重要な理由
• インドにおけるRF機器の合法的な運用を保証
• 他の認可された通信システムとの干渉を防ぐ
• 商品輸入時の無線対応製品の通関に必要

必要なWPC ETA認証を受けずに玩具を輸入すると、以下のような事態を招く可能性がある：
• 税関当局による商品の差し押さえ
• インドの電気通信法（Indian telecommunication laws）に基づき、 罰金および罰則
• 製品を合法的に販売または流通させることが不可能となるような市場アクセス上の問題が発生

無線計画調整局（Wireless Planning and Coordination (WPC) Wing）は、インド政府通信省管轄の重要機関である。
1952年に設立され、国の無線規制機関として機能している。WPCは、全国の無線通信システムの効率的で干渉のない運用
を保証している。
インド輸入する製品にBluetooth、Wi-Fi、RFIDなどの無線技術が組み込まれていれば、通信省の無線計画調整（WPC）局
から機器型式承認（Equipment Type Approval：ETA）を取得することが義務付けられている。
この認証により、製品が無線周波数の使用を管理するインドの規制に準拠していることが保証されていることになる。

7-1. インドでの販売に関わる要件 ライセンス
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⚫ 機器型式承認（Equipment Type Approval：ETA）を申請し取得した場合、当該認証は以下の両社に与えられる：
• 製造業者（インドまたはインドに代理店を持つ外国企業）
• 輸入業者（有効な輸入業者輸出業者コード（IEC）を持つインドの企業または個人）

⚫ ETAは出荷ごとではなく、機器モデルごとに付与されるため、
複数のモデルを輸入する場合は、モデルごとにETA証明書を取得する必要がある

資格の確認 製品テスト 書類の準備
申し込み書の

提出
承認

玩具製品がETAの完全
な認証を必要とするか、
自己申告の資格がある
かどうかを判断

認定試験所で必要な
無線周波数試験の実施

試験報告書や会社の
証明書など、必要な書類
を準備

Saral Sancharポータル
から申請
政府費用 
INR 10,000/モデル

WPCは申請書を審査し、内容
に問題ないと判断した場合、
ETA認証を交付する
手続き時間：20-25営業日

【無線計画調整局_機器型式承認:WPC ETA認証取得の手順】

WPC ETA認証取得のため
に必要な書類

WPC ETA認証の取得には、以下の書類が必要：
1. 無線試験レポート：インド規格への準拠を証明
2. 技術データシート：製品の詳細仕様
3. 委任状：製造業者から輸入業者への委任状
4. 会社登記：GSTや会社設立証明書など
5. PANカード：承認された署名者の
6. 製品画像とユーザーマニュアル：ワイヤレス機能を示すもの

タイムラインと有効期限
取得期間：通常20-25営業日
有効期限：ETA証明書は、変更がない場合に限り、製品モデルの使用期限中は有効

参照：https://eservices.dot.gov.in/equipment-type-approval-eta 

7-1. インドでの販売に関わる要件 ライセンス

https://eservices.dot.gov.in/equipment-type-approval-eta
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資格の確認 製品テスト 書類の準備
申し込み書の

提出
承認

玩具製品がETAの完全
な認証を必要とするか、
自己申告の資格がある
かどうかを判断

認定試験所で必要な
無線周波数試験の実施

試験報告書や会社の
証明書など、必要な書類
を準備

Saral Sancharポータル
から申請
政府費用 
INR 10,000/モデル

WPCは申請書を審査し、内容
に問題ないと判断した場合、
ETA認証を交付する
手続き時間：20-25営業日

【無線計画調整局_機器型式承認:WPC ETA認証取得に関して】

【低消費電力デバイスの自己宣言】
認証免除の周波数帯域で低送信電力で動作する特定の無線機器については、WPCはETA認証のための自己申告プロセスを認め
ている。
これにより、特定の基準を満たす機器の承認プロセスが簡素化される。
しかし、自社の玩具製品がこの自己宣言に該当するか、それとも完全なETA認証が必要なのかを確認必要がある。

【製品テスト】
バッチ試験の許可：
すべてのモデルが同じ周波数帯域で動作する場合に限り、1つの申請につき10モデルの提出が可能。これにより、輸入業者や製造業
者は類似の製品を統合し、行政手続きの負担を軽減することができる。

【申請費用】
費用に関する考慮事項：検査費用は、以下の要因によって異なる：
• 試験所（例：民間のNABL認定試験所または国際的な同等機関など）
• デバイスが使用する周波数帯域（一部の帯域では、より厳密なテストが必要になる場合がある）
• デバイスのRF機能の複雑さや、対応技術数（例：Bluetooth＋Wi-FiとRFIDのみ）によってもコストが異なる場合がある。

7-1. インドでの販売に関わる要件 ライセンス
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No. 内容 日本企業 輸入者 税関

１ 少量の製品をFedExまたは他の宅配便で試験送付する 〇

２
商品がインドに到着したら、
正式な通常貨物としての取り扱いに変更するよう
Importerが宅配業者に依頼

〇
※手数料に

関して

３

税関にて以下の流れで事前の確認テスト
①サンプル採取
②ラボチェック

〇
※詳細

次頁

４
③問題がなければTTC証明書を取得
※取得した証明書を本番輸送時の貨物に使用することで、

通関時間を短縮し、拒否されるリスクを最小限に抑える
〇

【有効期間】
●同じ仕様/品質の繊維製品/繊維製品が輸入され、輸入者、供給者、原産国が

同じ場合に限り、検査報告書は6ヶ月間有効

＜TTC:繊維製品検査証明書＞

【スケジュール】 
●約10～15営業日

インドに輸入されるすべての衣料品に「繊維製品試験証明書」Textile Testing Certificate (TTC)の取得が義務付けられ
ている

【Inspection items（左記日本語項目の英語版）】
● Fibre composition analysis (composition %)
● Colour fastness testing (washing, friction, light)
● Dimensional stability
● Compliance with restricted chemical substances
          (e.g., AZO, formaldehyde)
● Physical Properties (e.g., GSM, Tensile Strength)

【検査項目】
● 繊維組成分析（組成％）
● 色落ち試験（洗濯、摩擦、光）
● 寸法変化率
● 有害化学物質の含有量検査

（例：AZO、ホルムアルデヒド）
● 物理的特性（例：GSM、引張強度）

「繊維製品試験証明書」Textile Testing Certificate (TTC) （衣類）に関して

7-2. インドでの販売に関わる要件 ライセンス
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税関は貨物からサンプルを採取し、認定された検査機関に送付。検査費用は輸入者が負担し、報告書を取得する必要がある。
このプロセスは、インドに輸入されるすべての衣類に適用される。

＜TTC:繊維製品検査証明書取得のタイムライン＞

通関 輸入業者 認定試験所 詳細

税関当局は、輸入された貨物からサンプルを採取し、

検査を実施。

税関は、繊維の種類と関連する規制に基づき、

必要な検査項目を決定

輸入者が手数料を支払う。

約INR 7,000/アイテム

検査パラメーターに関する検査費用については、

以下のリンクを参照（※１）：

https://textilescommittee.gov.in/wp-

content/uploads/2025/09/Customs_package

_chrges_Feb-2018.pdf

これらのサンプルは、税関の自社検査機関、独立した検

査機関、または関連当局から認定を受けた専門機関を

含む指定された検査機関に送付される。

必要パラメーターに従い必要なテストが実施される

テストが完了すると、結果をまとめた報告書が作成され

る。この報告書は発行日から6ヶ月間有効。

検査結果に基づき、税関は適用される関税を課す条件

で貨物を解放するか、または追加の措置が必要かどうか

を決定。

貨物の通関を許可（適用される関税を条件に）

プロセスフロー:

サンプルの収集

サンプルの受領

試験パラメーターの定義

手数料の支払い

製品テスト

試験報告書

最終決定

荷物の引き渡

しを再開
配送停止

はい いいえ

参照：https://textilescommittee.gov.in/wp-content/uploads/2025/09/Customs_package_chrges_Feb-2018.pdf 

7-2. インドでの販売に関わる要件 ライセンス

https://textilescommittee.gov.in/wp-content/uploads/2025/09/Customs_package_chrges_Feb-2018.pdf
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「サンプルは、有害染料検査の義務化要件ならびに関税設定補助のための検査に基づき採取される。」
（輸入繊維製品の通関に関する現行／提案中の標準業務手順書（税関・繊維製品委員会））
※以下の項目は輸入通関時にテストされる可能性がある項目。アゾ染料以外では、繊維に関する染色試験、顕微鏡検査、燃焼試験、
融解試験などが実施されることもあり、どのテストが実施されるかはその時々で担当者レベルで異なる可能性が高い。

税関が求める試験パラメータの一般的な試験依頼書様式

• アゾ染料 （※参照：スライド53、54）
• 繊維の識別
• 繊維混紡組成 
• 平方メートル当たりの重量 
• フィラメント糸／短繊維紡績糸／短繊維 
• 織物／ニット／不織布 
• 染色済み／未染色／漂白済み／未漂白／異なる色の糸 
• コーティング/ラミネート/含浸の有無 
• パイル加工／フロック加工の有無刺繍の有無 
• 合成繊維製かどうか 
• カットパイル／ロングパイル／ループパイル／その他

のパイル
• フリース加工の有無 

一般 ファブリック - 織物

• テクスチャード糸／ノンテクスチャード糸 
• 家具用／非家具用 
• 裏地用／芯地用 
• ベルベットの場合 - カットパイル / アンカット / 縦糸

カットパイル / 横糸カットパイル 

生地 – ニット 

• 丸編みか否か
• 経編みか緯編みか 
• トリコットか否かネット／チュールか否か 
• 半光沢／光沢／カチオン性 
• 刺繍の有無 
• 長パイル／その他パイル製か否か 
• フリース加工の有無 RMG／仕立て済み

•  単位重量 生地 – コーティング

• 生地の厚さ 
• PU/PVC/その他でコーティングされたツイル織りの合成ポ

リエステル生地であるかどうか 
• 合成ポリエステル生地に5-10%ナイロン混紡し、PU/PVC/

その他でコーティングされているか 
• PU/PVC/その他エンボス加工/無地/染色 

FIBRE

• 合成繊維／人工繊維であるか  
• 繊維くず（ソフトくず） 
• 糸くず廃棄物（ハード廃棄物） 
• トウ／トップ 

参照：https://textilescommittee.gov.in/wp-content/uploads/2025/09/SOP.pdf（P20） 

＜TTC:繊維製品検査証明書＞
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• 糸番手 / 糸デニール 
• デシテックス 
• CN / Tex 
• 高靭性糸かどうか 
• 単糸／複糸／折糸／マルチフィラメント糸の別 
• モノフィラメント糸かどうか 
• POY / FDY / PDY かどうか 
• フィラメント糸／短繊維紡績糸／短繊維 
• テクスチャードか非テクスチャードか 

糸 生地 - 綿

• 3本糸／4本糸ツイル／クロストウィル／平織り
•  デニムかどうか 
• コーデュロイかどうか 

糸及びその他 

• 縫い糸かどうか 
• 刺繍糸かどうか 
• エラストマー糸であるか否か 
• ストリップであるか否か 
• ストリップの幅 
• 包装重量 
• 折り目 
• 撚り方向

RMG/ 仕立て済み

• 繊維の識別 
• 繊維ブレンド組成 
• 平方メートルあたりの重量 
• 織物／手織り／機械織り 
• パイルのタフテッド加工の有無 

税関が求める試験パラメータの一般的な試験依頼書様式

参照：https://textilescommittee.gov.in/wp-content/uploads/2025/09/SOP.pdf（P20） 

＜TTC:繊維製品検査証明書＞

「サンプルは、有害染料検査の義務化要件ならびに関税設定補助のための検査に基づき採取される。」
（輸入繊維製品の通関に関する現行／提案中の標準業務手順書（税関・繊維製品委員会））
※以下の項目は輸入通関時にテストされる可能性がある項目。アゾ染料以外では、繊維に関する染色試験、顕微鏡検査、燃焼試験、
融解試験などが実施されることもあり、どのテストが実施されるかはその時々で担当者レベルで異なる可能性が高い。

7-2. インドでの販売に関わる要件 ライセンス

https://textilescommittee.gov.in/wp-content/uploads/2025/09/SOP.pdf


53
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ作成。無断転載・転用を禁ず

通知番号19/2015-2020(※１）に基づき 
• 繊維製品及び繊維製品の輸入は、1986年環境（保護）法第6条第2項(d)号の規定及びこれに基づく関連規則により、

インド政府が取扱い、製造、輸送又は使用を禁止している有害染料を含まないことを条件として許可される。 輸入貨物
には、原産国の国家認定機関により認定された繊維認証試験所発行の出荷前証明書を添付すること。

• 当該証明書が取得できない場合、貨物は以下の機関によるサンプル試験及び認証を経て通関される：
• 繊維省繊維委員会及びその各種試験施設
• 中央絹技術研究所（CSRTI）（ベンガルール及びカルナータカ州）、エコ試験研究所CSRTI（ビハール州バガル

プル及びウッタル・プラデーシュ州バラナシ）。サンプリングは以下の基準に基づくものとする：
a. 100%ではなく、少なくとも25%のサンプルを検査用に採取
b. サンプル採取時、税関は有害危険染料の使用が法的に禁止されていない国からの貨物を優先的に抽出する

こと
c. 試験有効期間：同一仕様の繊維製品で、輸入業者・供給業者・原産国が同一の場合、6ヶ月間有効

ただし、公示第14/2023号（※２）に基づき 
欧州連合加盟国、セルビア、ポーランド、デンマーク、オーストラリア、カナダ、日本、韓国、英国からの輸入品につい
ては、アゾ染料に関する試験証明書の提出は不要となる

（※１）公示リンク: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
https://leatherindia.org/wp-content/uploads/2016/06/cle@cleindia.com_20150929_164457.pdf 

（※２）公示リンク：chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/f3777af9-0b5a-43b4-acd2-56aa3bdb53d3/PN%2014%20ENGLISH.pdf ）

＜TTC:繊維製品検査証明書＞

※TTC（繊維製品検査証明書）取得のプロセスにて日本はアゾ染料に関する試験証明書の
提出は不要とされているが、実際の輸入通関時に税関の担当者レベルで対応が異なる場合
があるため、輸出前に試験証明書を取得できる場合に関しては事前取得が推奨される

7-2. インドでの販売に関わる要件 ライセンス
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S.No. Name CAS No.

1 4-Aminodiphenyl 92-67-1

2 Benzidine 92-87-5

3 4-Chloro-o-toluidine 95-69-2

4 2-Naphthylamine 91-59-8

5 p-Chloroaniline 106-47-8

6 2,4-Diaminoanisole 615-05-4

7 4,4'-Diaminodiphenylmethane 101-77-9

8 3,3'-Dichlorobenzidine 91-94-1

9 3,3'-Dimethoxybenzidine 119-90-4

10 3,3'-Dimethylbenzidine 119-93-7

11 3,3'-Dimethyl-4,4'diaminodiphenylmethane 838-88-0

12 p-Cresidine 120-71-8

13 4,4'-Methylene-bis-(2-chloroaniline) 101-14-4

14 4,4'-Oxydianiline 101-80-4

15 4,4'-Thiodianiline 139-65-1

16 o-Toluidine 95-53-4

17 2.4-Toluylendiamine 95-80-7

18 2,4,5-Trimethylaniline 137-17-7

19 o-Aminoazotoluene 97-56-3

20 2-Amino-4-nitrotoluene 99-55-8

21 4-Aminoazobenzene 60-09-3

22 o-Anisidine (2-Methoxyaniline) 90-04-0

アゾ染料における禁止物質リスト

参照：https://textilescommittee.gov.in/wp-content/uploads/2025/09/SOP.pdf

7-2. インドでの販売に関わる要件 ライセンス
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インドはTRIPS協定、ベルヌ条約、世界知的所有権機関（WIPO）の加盟国であり、国際的な知的財産保護基準に準拠した制
度を有している。

財務省傘下の産業振興・内貿易促進局（DPIIT）は、知的財産権の保護を規制し、以下の法律および規則により、多様な種類の知的財
産権を保護している。

✓ 特許法（1970年）； The Patents Act, 1970
✓ 商標法（1999年）； Trademarks Act, 1999
✓ 意匠法（2000年）； Designs Act, 2000
✓ 商品地理的表示（登録及び保護）法、1999年；

 Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 
1999
✓ 著作権法（1957年）； Copyright Act, 1957
✓ 植物品種及び農業者権保護法、2001年； 

Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001
✓ 半導体集積回路レイアウト設計法、2000年 

 Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000 
✓ 生物多様性法、2002年； Biological Diversity Act, 2002

知的財産権の保護に関する異なる法律

国際条約との整合性

1.1 著作権法の基礎構造:
• インドにおける著作権は、インド著作権法（1957年）により規制されている
• 著作権の対象：文学作品、美術作品、映画作品、音楽作品、写真作品、キャラクター、コンピュータソフトウェアなど
• 保護期間：著者の死亡後60年（一部の映画、録音物などについては、公表後60年）
• 登録は不要ですが、著作権の登録は裁判における証拠として極めて有効
• 無断使用（無断複製、配布など）は、民事責任（損害賠償、差止請求）や刑事罰（罰金、懲役）を招く可能性がある

参照：https://ipindia.gov.in/Designs/ManualDesigns

1. インド著作権法に基づく知的財産権（IP）保護制度

7-3. インドでの販売に関わる要件 ライセンス
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2.1 著作権登録の手順:

インド著作権局では、以下の手順に従って著作権を登録す

ることが可能:

  

(1) オンラインポータル（https://copyright.gov.in）から

アカウントを作成

 

(2) 該当する作品カテゴリーを選択（文学、映画、商標、

ロゴなど） 

 

(3) 必要書類の提出（申請書、著作権対象作品、著作権譲

渡契約書など）

(4) 審査と登録（約30～90日、異議がない場合）

申請書の提出と手数料の支払い

日記番号の発行

登録官による聴聞 

両当事者からの回
答 

両当事者への通知
書送付

申請受理？ 

30日間の
異議申し立て

期間

審査官による審査 

相違通知書発行 

申請者からの返信 

登録官による聴聞会 

申請者への抜粋送付

登録承認 
申請却下 

登録承認？ 

却下通知書の送付 

異議申し立て提出異議なし

はい
不

一
致

な
し

不一致が見つかった場合

いいえいいえ

2. インドにおける知的財産権（IP）製品の著作権登録と
「IPRレジストリ」（関税登録）システム

登録証明書は、税関登録および裁判における法的請求の有効な
法的根拠として機能する。

参照：https://copyright.gov.in/

7-3. インドでの販売に関わる要件 ライセンス

https://copyright.gov.in/
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2.2 税関における知的財産権保護制度（IPRレジストリ）

中央間接税・関税委員会（CBIC）は、模倣品の輸入を防止するため、IPRレジストリシステムを設立した。

【登録手続きの概要】

登録サイト：https://ipr.icegate.gov.in/IPR/homePage  

必要な書類：

著作権登録証明書または商標登録証明書

権利者情報および代理人情報

製品情報および偽造品識別方法の説明

権利者宣誓書および同意書

[効果]

登録後、税関職員は通関時に疑わしい商品を自動的に差し止め、

違反商品は没収、処分され、法的措置が講じられた。 参照：ipr.icegate.gov.in/IPR

2. インドにおける知的財産権（IP）製品の著作権登録と
「IPRレジストリ」（関税登録）システム

7-3. インドでの販売に関わる要件 ライセンス
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輸入・販売者の決定と確認
インドでは、法的要件を満たす個人または事業者は製品を輸入・販売することが可能。

1. インドの企業（株式会社、有限責任事業組合、個人事業主、合名会社）
• インドの法律（例：会社法、店舗及び事業所法）に基づき登録されていること

• 輸入、販売に関する必要ライセンスを保持していること

2. インドに子会社または支店を有する外国企業
• インドの現地法人または輸入業者を通じて輸入可能

• 販売も必要ライセンスがあれば可能だが、外資規制によりBtoCのみ可能。BtoBは許可されていない

項目 説明

販売地域 インド全土か、特定の州に限定されるか

独占権の有無 販売独占契約か非独占か

最低購入数量（MOQ） 年間または月間で定める

販売価格設定 誰が価格を決めるか（メーカー側 or 現地業者）

輸送・通関費 誰が負担するか（FOB, CIF, DDPなど）

支払条件 前払い・信用状・後払いなど

不良品対応 返品・補償の取り決め

広告・販促義務 ローカル業者のプロモーション義務など

契約期間・解除条件 契約の期間と解約手続き

輸入販売業者との契約は「販売代理契約（ディストリビューター契約）」または「輸入販売契約（Import & Sales 
Agreement）」として締結される。以下の項目を含めるのが一般的である。

参照：https://blog.ipleaders.in/most-important-agreements-clauses-importer/ 

８．インドでの販売に関わる要件 輸入・販売者の決定と確認

https://blog.ipleaders.in/most-important-agreements-clauses-importer/
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輸入・販売者の決定と確認

【輸入・販売業者との商品開始までの流れ】
1. 日本企業とインド側販売業者で販売契約締結
2. インド業者がPurchase Order（発注書）を日本企業へ発行
3. 日本企業がインボイス、パッキングリストなどを作成
4. 出荷 → 通関 → インド到着
5. インド業者が関税・GSTを支払い → 国内販売開始

No 【Purchase Orderに含まれる項目】

１ 発注日（Issue Date）

２ PO番号（PO No.）

３ 売り手・買い手の正式名称・住所・連絡先

４ 商品名・型番・サイズ・カラーなど

５ 数量（個数や梱数）

６ 単価・通貨・合計金額

７ 納品条件（例：FOB Tokyo、CIF Mumbai）

８ 支払条件（例：T/T前払い、L/C 60日など）

９ 希望納期（Delivery Date）

10 梱包指示（必要に応じて）

11 署名欄（バイヤーサイドの署名）

「Purchase Order（PO）＝発注書」とは
「買い手（輸入業者）」が「売り手（日本企業など）」に
対して商品を正式に注文する文書
• 輸入時には Purchase Order（PO）＝発注書 が必要となる
• POは通常、企業ごとにフォーマットが異なり、

法的な「標準フォーマット」は存在しない
• インボイスやパッキングリストと整合性が取れていることが

重要となる

参照：https://blog.ipleaders.in/most-important-agreements-clauses-importer/ 

８．インドでの販売に関わる要件 輸入・販売者の決定と確認
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ライセンス名 概要 対象品目 必須度

IECコード（Import Export 
Code）

インドでの輸出入に関わる登録番号 全商品 ✓ 必須

GST登録 輸入品販売時の納税登録に必要 全商品 ✓ 必須

BIS認証（ISI / CRS） 特定製品に必要（玩具、家電など） 特定商品 製品次第

WPC認証 無線技術製品（Bluetooth、Wi-Fiなど） 電気・通信機器 製品次第

EPR登録（拡大生産者責任） プラ・電気電子廃棄物対象製品 電子機器、包装材等 製品次第（輸入者責任）

LMPC登録（法定計量） 消費者向けパッケージ商品（量目・サイズ表示） 食品、化粧品、文具等 ✓ 輸入者必須

ライセンス名 概要 対象品目 必須度

会社設立（商業登記） MCA（法人登記）により法人格を得る手続き すべてのビジネス 必須

GST登録（納税者番号）
Goods and Services Tax 税の登録。インボイス
発行や仕入控除のために必要

商品販売業全般 必須

店舗・業務許可証（Shop and 
Establishment License）

商業活動に使用する場所の登録 物販・サービス全般 多くの州で必須

BIS認証 / CRS登録 家電・玩具・電子製品など特定品目で必要 玩具、電池製品など カテゴリによる

Import Export Code (IEC) 海外取引（輸出入）に必要 すべての輸入品 輸入販売なら必須

倉庫ライセンス(倉庫業登録) 商品の保管施設を持つ場合に必要 倉庫を自社で管理する場合 場合による

【インド：輸入者_必須ライセンス】

【インド：販売者_必須ライセンス】

８．インドでの販売に関わる要件 輸入・販売者の決定と確認
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環境森林気候変動省
  The Ministry of Environment, Forest and Climate 

Change (MoEFCC)

拡大生産者責任
Extended producer Responsibility (EPR)

中央公害防止委員会
Central Pollution Control Board (CPCB)

州公害防止委員会
State Pollution Control Boards (SPCB)

Ministry

National Authority

State Authority – Regional 
Compliance and enforcement

Policy

【拡大生産者責任（EPR：Extended Producer Responsibility）】

【インドにおけるEPRの目的】
• 製品のライフサイクルの最終段階において、環境への影響を低減する

• 資源効率を奨励し、循環型経済の原則を推進する
• 廃棄物処理のコスト負担を公的機関から製品メーカーに移す
• 持続可能な製品設計とリサイクル可能な材料の使用を奨励する

拡大生産者責任（EPR：Extended Producer Responsibility）とは、製品のライフサイクル全体、特に消費者使用後の段階
における環境管理に生産者が責任を持つという政策である。持続可能な廃棄物管理の実践を促進し、世界的な環境公約に沿
うためにインド政府が制度化したもの。
この枠組みは、2016年プラスチック廃棄物管理規則（ Plastic Waste Management Rules, 2016 ）の下で初めて導入さ
れ、その後、電子廃棄物、電池廃棄物、包装廃棄物など他の廃棄物の流れにも適用されるようになった。 
EPRは、生産者、輸入業者、ブランド所有者（Producers, importers, and brand owners：PIBO）が、使用後の製品を環
境に配慮した方法で回収、リサイクル、廃棄することを義務付けるものである。

参照：https://eprbattery.cpcb.gov.in/

9-1. インドでの販売に関わる要件 輸入者ライセンス
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基準
プラスチック廃棄物
Plastic Waste EPR

電子廃棄物
E-Waste EPR

電池廃棄物
Battery Waste EPR

規則

Plastic Waste Management 
Rules, 2016 (Amended in 
2022) Plastic Waste 
Management Rules, 2016 
(Amended in 2022)

E-Waste (Management) Rules, 
2022

Battery Waste Management Rules, 
2022

対象者

生産者 
輸入業者 
生産者・輸入業者・ブランド所有
者(PIBO) 
プラスチック廃棄物処理業者

生産者 
製造業者 
輸入業者 
小売業者 
バルク消費者

生産者 
輸入業者、 
その他市場に電池を供給する事業者

対象製品
硬質および軟質プラスチック包装
（多層包装を含む）

別表I（*¹）に記載されている電気・
電子機器（EEE）（例：コンピュー
タ、携帯電話、テレビ）
*¹ 別表Iリンク（https://powerindiaservices.com/wp-
content/uploads/2023/01/Products-Covered-under-E-Wate-
EPR-Authorization.pdf）

製品に組み込まれたものを含む、すべ
ての種類の電池（携帯用、自動車用、
工業用）

必須度
輸入する玩具にプラスチック部品
や包装が含まれる場合、必須

玩具が電子的性質を持つ場合（例え
ば、デジタル玩具、回路を持つ玩具
、プログラム可能な機能を持つ玩具
）、適用される場合がある

玩具に充電式電池または使い捨て電池
が含まれる場合、必要

登録用
ポータル

https://eprplastic.cpcb.gov.in/ https://eprewaste.cpcb.gov.in/#/ https://eprbattery.cpcb.gov.in/ 

有効期間 更新の規定なし 発行日から5年間 発行日から5年間

更新 - 有効期間満了日の3ヶ月前までに申請 有効期間満了日の3ヶ月前までに申請

【 拡大生産者責任 (EPR)の種類と比較】

9-1. インドでの販売に関わる要件 輸入者ライセンス

https://powerindiaservices.com/wp-content/uploads/2023/01/Products-Covered-under-E-Wate-EPR-Authorization.pdf
https://powerindiaservices.com/wp-content/uploads/2023/01/Products-Covered-under-E-Wate-EPR-Authorization.pdf
https://powerindiaservices.com/wp-content/uploads/2023/01/Products-Covered-under-E-Wate-EPR-Authorization.pdf
https://eprplastic.cpcb.gov.in/
https://eprewaste.cpcb.gov.in/#/
https://eprbattery.cpcb.gov.in/
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EPRポータル

サイトへの登録
登録および申請

必要書類の

アップロード

政府費用の

支払い
承認

製品に含まれる材料に基づき、
適切なEPRを選択：
• プラスチック包装
• バッテリー
• 電子機器

申請毎：

INR 10,000 

製造元の所在地や製造工程における役割に関わらず、インドで登録された輸入者は、製品の廃棄物処理に関する法的責任
を全面的に負う

EPR登録所要日数：

約45営業日

拡大生産者責任（EPR：Extended Producer Responsibility）取得プロセス

• EPR義務を果たす法的責任は、製品を輸入するインド輸入者のみが負う
• 外国の製品製造業者や海外のサプライヤーは、インドのEPR規制の下では責任を負わない

玩具輸入者 文房具輸入者 衣料品輸入者

⚫ プラスチック EPR は通常必要である（ほとんどの玩
具とパッケージにはプラスチックが含まれている）

⚫ 電池式玩具の場合、電池廃棄物EPR が必要である
⚫ 玩具が電子機器（スマート玩具、IoTベースなど）で

ある場合、E-Waste EPRが必要

⚫ 通常、プラスチックEPRが必要である（ほとんどの文房具
やパッケージにはプラスチックが含まれている）

⚫ 文房具がバッテリー駆動の場合、電池廃棄物のEPRが必要
⚫ 文房具が電子機器（スマート文房具、IoTベースなど）と

みなされる場合、E-Waste EPRが必要となる

⚫ 通常、プラスチックEPRが必要
（輸入衣料品にプラスチック部品
やパッケージが含まれる場合）

輸入者は、取り扱う製品が以下のカテゴリーのいずれかに該当する場合、EPR規制を遵守しなければならない

• プラスチック包装玩具
• 電池式玩具
• 電子・電気玩具

• プラスチック包装の文房具 
• 電池式文房具 
• 電子・電気文具 

• プラスチック包装

参照：https://eprplastic.cpcb.gov.in/assets/pdfs/Guidance_Manual.pdf

9-1. インドでの販売に関わる要件 輸入者ライセンス
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１
CPCB（中央公害防止委員会）

へのEPR登録
プラスチック廃棄物（PWM）、電池廃棄物（BWM）、電子廃棄物（EWM）のう
ち、該当する1つ以上の廃棄物カテゴリーで登録する

２ 回収とリサイクル
①消費後廃棄物の収集
②認定リサイクル業者またはPRO（生産者責任団体）を通じて、環境に配慮した
リサイクルまたは廃棄を行う

３ コンプライアンスレポートの提出
玩具の輸入量、廃棄物の収集・処理量、モード、リサイクル・廃棄の相手先に関
する定期的な報告書の提出

【輸入業者のコンプライアンス要件】

【EPR登録後のコンプライアンス】
拡大生産者責任（EPR）の枠組みで登録された後、すべての 生産者・輸入業者・ブランド所有者 （PIBO）は以下の継続的
な義務を順守しなければならない

１ EPR年間目標の達成

• PIBOは、CPCB（中央公害防止委員会）が指定する年間廃棄物管理目標を達成
しなければならない。

• 目標は、マーケットに参入した製品の材料の量に基づいて設定される。

２ 年次申告

• CPCB のオンラインポータルから年次 EPR 遵守報告書を提出する。
• 報告書には、市場に出された量、回収された量、リサイクルされた量の詳細が

記載されなければならない。

３ 適切な記録の維持

• 以下の記録を正確かつ最新に保つこと：
✓輸入品・生産品の数量
✓回収・処理された廃棄物
✓請求書やリサイクル業者証明書などの補助書類

• カテゴリーや数量によっては、第三者による監査が必要となる場合がある。

４ 効果的な回収とリサイクルの確保

• 以下のシステムを確立し、運用する：
✓消費後廃棄物の収集
✓認定リサイクル業者または解体業者への廃棄物の誘導

• 必要に応じて生産者責任団体（PRO）と協力する

参照：https://eprplastic.cpcb.gov.in/#/plastic/home/eprtargets

9-2. インドでの販売に関わる要件 コンプライアンス
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1. 法定計量包装商品（LMPC）登録は、インドで包装済み商品の輸入、製造、包装に携わる企業にとって必須の認証である。
2. 法的枠組み 

2009年度量衡法（The Legal Metrology Act, 2009）2011年度量衡（包装製品）規則（The Legal Metrology (Packaged 
Commodities) Rules, 2011）

3. 適用範囲：LMPCの登録は、以下の商品を取り扱う事業者に義務付けられている：
• 玩具
• 食品
• 電子機器
• 家庭用品及び消費財
• その他の包装済み商品

4. 輸入業者に対する特定の要件
2011年度量衡（包装製品）規則（ The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 ）第27条に基づき、包装商品
の輸入者は、インドに輸入する前にLMPCを取得し、コンプライアンス遵守しなければならない。

5. LMPC登録の目的
• 正確で透明性のある表示の確保
• パッケージ上の誤解を招く情報の防止
• 消費者の権利の保護
• 公正な貿易慣行の促進

消費者問題・食料・公共配給省
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public 

Distribution

食品・公共流通省 
   Department of Food & Public Distribution

法定計量
 Legal Metrology

消費者庁
                Department of Consumer Affairs

法定計量について：The Legal Metrology Packaged Commodities Rules (LMPC) 

9-2. インドでの販売に関わる要件 コンプライアンス
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LMPC 

Registration

.

.

..

市場参入
LMPC登録は、インド国内の特定の市場や流通ネットワー
クにアクセスし、ビジネスチャンスを拡大するための前提条件

となる場合がある。

公正取引  

すべての輸入業者が同じ規制を遵守する
ことで、公正な貿易を促進し、ノンコンプラ
イアンス製品や規格外製品の不当な優位
性を防ぐ

顧客保護

LMPC登録は、すべての輸入玩具が正確
なラベリング、適切な測定、包装規制の
遵守など所定の基準を満たしていることを
保証し、消費者の利益を保護する目的
がある

通関

LMPC登録がない場合
税関当局が輸入品を留置または拒否

する可能性があり、遅延や金銭的損失
の可能性がある

法令遵守 

規則27に従い、輸入業者は、包装
商品を合法的に輸入・販売するため
に LMPCを取得しなければならない。 

【法的計量（LMPC）登録の必要性】

9-2. インドでの販売に関わる要件 輸入者ライセンス
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資格の確認
登録および

申請

必要書類の

アップロード

政府費用の

支払い
承認

包装済み商品の輸入に
携わっていることを確認

事業を行っている州の
法定計量所長（Director）
もしくは
管理官（Controller）に申請

政府費用 
INR 500

インドでLMPC (Legal Metrology Packaged Commodities：法定計量) 登録の申請は、2009年度量衡法（Legal 
Metrology Act, 2009）に基づく登録が必要となる。

申請書の
提出

輸入開始の90日以内

手続き
所要日数

15–30 営業日（州や申請
時の準備による）

登録の
更新

LMPCの登録はインド全土
で有効であり、定期的な更
新は不要

法定計量：LMPC(Legal Metrology Packaged Commodities) 登録プロセス

＜ラベル情報の法的責任＞
インドへの玩具の輸入業者として、2011年度量衡（包装製品）規
則（Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011）
に基づく責任には、輸入 製品が強制的なラベル付けと包装の要件
に準拠していることを確認することが含まれる。
これは包装に記載された情報の正確性と遵守について法的責任を
負うことを意味し、ラベル情報に変更があった場合は、修正手続
きを通じて、既存の登録を速やかに更新しなければならない。

参照：Delhi Legal Metrology information:
https://degs.org.in/wm/importersReg  

9-2. インドでの販売に関わる要件 輸入者ライセンス
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Eコマースでの自己申告

Sno 表示内容 詳細

1 氏名および住所 製造業者、包装業者、輸入業者の情報

2 一般名 パッケージに含まれる商品の一般名または総称

3 正味数量 重量、体積、または数

4 寸法 製品のサイズ

5 原産国 輸入品の場合

6 最大小売価格（MRP） 商品の最大小売価格（税込み）

7 賞味期限／使用期限 該当する場合

2011年度量衡（包装製品）規則（the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011）第6条第10項の規定により、
電子商取引事業者は、包装済み商品について、そのプラットフォーム上に義務的な宣言を表示することが義務付けられている。必須な情報は下記の通り；

上記の情報は、eコマース上で確認することができ、物理的なパッケージに記載された情報と一致していなければならない

参照:
Monster High  Doll, Amped Up Frankie Stein  Rockstar with Instrument and Performance-Themed Accessories Like 
Headphones : Amazon.in: Toys & Games

9-2. インドでの販売に関わる要件 輸入者ライセンス

https://www.amazon.in/Monster-Instrument-Performance-Themed-Accessories-Headphones/dp/B0BYMHHJTS/ref=sr_1_5?crid=24HLLV2LZPY1I&dib=eyJ2IjoiMSJ9.NPmL1q69eS6KuyQlH-7Ov_M6Rvwpx3K3p83KLUuRAucXJccGM5VZsI
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2009年度量衡法（Legal Metrology Act, 2009）および 2011年度量衡（包装製品）規則（Packaged 
Commodities Rules, 2011）で規定された表示および包装要件を遵守しないと、厳しい法的結果を招く可
能性がある：

1.罰金 ルール32：具体的な処罰が定められていない規定に違反した場合、INR 5,000の罰金を科すことができる。
第36条1項：必要な申告に適合しない包装済み商品の製造、包装、輸入、販売は、以下の結果を招く可能性が
ある：

-初犯の場合、INR 25,000以下の罰金。
-２犯の場合、INR 50,000以下の罰金。
-累犯の場合、INR 5万以上10万以下の罰金、または1年以下の禁固刑、あるいはその両方

2.禁固刑 第36条2項：内容量に誤りのある包装済み商品の製造、包装、または輸入は、以下を引き起こす可能
性がある：

-初犯の場合、INR 10,000以上50,000以下の罰金。
-以後の違反に対しては、最高INR 10万の罰金または1年以下の禁固刑、あるいはその両方。

3.不適合製品
の押収

規制当局には、所定の基準に適合しない包装済み商品を差し押さえる権限が与えられている。これに
は、不正確な表示のある製品、規格外の重量や尺度、度量衡法（Legal Metrology Act）に登録されて
いない製品などが含まれる。

4.市場への影
響

• Eコマース：非準拠製品は、AmazonやFlipkartなどのオンラインマーケットプレイスから上場廃止
になる可能性がある。

• 消費者の信頼：コンプライアンス違反は風評被害につながり、消費者の信頼を失い、ビジネスを失
う可能性がある。

【コンプライアンス違反の法的影響】

参照：
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4892/1/legalmetrology_act_2009.pdf

9-2. インドでの販売に関わる要件 輸入者ライセンス
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製品の種類 HSNコード 概要
基本
関税

社会福祉追加
税（SWG）

統合消費税
(IGST)

模造刀

83062990
ベル、ゴングその他の電気式でないもの、基材金属製；基材金属製の小像その他
の装飾品；基材金属製の写真、絵画その他のフレーム；基材金属製鏡、その他

20 10 12

93070000

剣、カトラス、バヨネット、ランスおよび類似の武器およびその部品、ならびに
その鞘および鞘カバー（貴金属製または貴金属で被覆された金属製のもの、フェ
ンシング用鈍器、狩猟用ナイフおよびダガー、キャンプ用ナイフおよび品目番号
8211に該当する他のナイフ、皮革または繊維材料製の剣帯および類似品、および
剣の結び目を含む）

10 10 18

缶バッジ 83089099
留金、留金付きフレーム、バックル、バックル留金、フック、アイレット、その
他の類似品（衣類、靴、日よけ、ハンドバッグ、旅行用品その他の製品に使用さ
れるもの）；管状または二股の留金（基材金属製）；ビーズその他の製品。

10 10 18

アクリルスタンド 39264039
3901から3914までの品目番号に属するその他のプラスチック製品およびその他
の材料の製品、彫像およびその他の装飾品

15 1.5 18

傘の装飾品 39269099
「プラスチック製品その他の材料の製品（品目番号3901から3914までのもの）
」。具体的には、3926はプラスチック製品、その他、その他

15 10 18

Tシャツ 61091000 Tシャツ、タンクトップその他のベスト（編み物またはかぎ針編み） - 綿製 20 0 12

タオルマフラー 62149069
ショール、スカーフ、マフラー、マンティラ、ベールおよび類似品 - その他の繊
維材料製：綿製ショール、マフラーおよび類似品

20 0 12

ギターピック
チャーム

39269099
「3901から3914までの項目のプラスチック製品およびその他の材料の製品」。
具体的には、3926はプラスチック、その他、その他

15 10 18

キーチェーン 39269099
「3901から3914までの項目のプラスチック製品およびその他の材料の製品」。
具体的には、3926はプラスチック、その他、その他

15 10 18

HSNコードは製品の商品説明や仕様書の内容を確認し、製品の説明、使用用途、原材料に基づいて判断する必要がある。
以下の表は、今回の輸入実証事例で取り扱った商品のHSNコードとして例示する。
尚、模造刀については2つのHSNコードを記載。黄色でハイライトされたコードが説明に最も近いが、製造者がこのコードを使用する場
合、武器許可証の申請が必要になる可能性がある。

【IP商品輸送実証HSコード（HSNコード）と関税】

参照：To search HSN code, and relevant duty: https://www.old.icegate.gov.in/Webappl/Trade-Guide-on-
Imports 

10． HSコードと関税

https://www.old.icegate.gov.in/Webappl/Trade-Guide-on-Imports
https://www.old.icegate.gov.in/Webappl/Trade-Guide-on-Imports


71
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ作成。無断転載・転用を禁ず

輸入玩具の記載義務内容

輸入玩具のすべての包装には、 2011年度量衡（包装製品）規則（Legal Metrology 
(Packaged Commodities) Rules, 2011）の第 6 規則に規定されるとおり、 読みやす
く、明確で、明白で、目立つ表示をしなければならない。必要な情報は以下の通り：

1

2

3
4

5

6

7

6

1

パッケージとQRコードの使用

2022年7月15日以降に製造、包装、または輸入される電子製品については、
包装は以下のものでなければならない：

• QRコード：製品情報へのリンク
• 連絡先の表示：電話番号とメールアドレスを表示

No 内容 詳細

1 氏名および住所
• 輸入者の氏名および住所
• 製造者が包装業者でない場合は、製造者と包装業者の両

方の名前と住所も併記

2 一般名 パッケージに含まれる商品の一般名または総称

3 正味数量
商品の正味量を、標準的な重量または量りの単位、
または包装に含まれる品目の数で表記

4 日付 商品が製造、包装、または輸入された月と年

5 原産国 商品の原産国または製造国名

6 最大小売価格(MRP) 商品の最大小売価格（税込み）

7
消費者
問い合わせ先

消費者からの苦情について連絡を受ける問い合わせ先
または事務所の名前と住所

８ 単位販売価格 1パックに２つ入りの商品の場合、１つあたりの金額を記載

９ 消費者向け注意事項 例）食べ物ではありません

10
消費期限または使用
期限

商品が時間経過により消費に適さなくなる場合、月と年を記
載

参照
https://wbconsumers.gov.in/writereaddata/ACT%20&%20RULES/Act%20&%20Rules/9%20The%20Legal%20Metrology%20(Package%2
0Commodities)%20Rules,%202011.pdf#:~:text=(1)%20Every%20declaration%20which%20is,declaration%20shall%20be%20printed%2
C%20painted 

11． インドでの販売に関わる要件 ラべリング

https://wbconsumers.gov.in/writereaddata/ACT%20&%20RULES/Act%20&%20Rules/9%20The%20Legal%20Metrology%20(Package%20Commodities)%20Rules,%202011.pdf#:~:text=(1)%20Every%20declaration%20which%20is,declaration%20shall%20be%20printed%2C%20painted
https://wbconsumers.gov.in/writereaddata/ACT%20&%20RULES/Act%20&%20Rules/9%20The%20Legal%20Metrology%20(Package%20Commodities)%20Rules,%202011.pdf#:~:text=(1)%20Every%20declaration%20which%20is,declaration%20shall%20be%20printed%2C%20painted
https://wbconsumers.gov.in/writereaddata/ACT%20&%20RULES/Act%20&%20Rules/9%20The%20Legal%20Metrology%20(Package%20Commodities)%20Rules,%202011.pdf#:~:text=(1)%20Every%20declaration%20which%20is,declaration%20shall%20be%20printed%2C%20painted
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上記の情報は、Eコマース上で閲覧が可能且つ、製品のパッケージに記載された情報と一致していなければならない

Eコマースでの自己申告

Sno 表示内容 詳細

1 氏名および住所 製造業者、包装業者、輸入業者の情報

2 一般名 パッケージに含まれる商品の一般名または総称

3 正味数量 重量、体積、または数

4 寸法 製品のサイズ

5 原産国 輸入品の場合

6 最大小売価格（MRP） 商品の最大小売価格（税込み）

7 賞味期限／使用期限 該当する場合

2011年度量衡（包装製品）規則（the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011）第6条第10項の規定により、
電子商取引事業者は、包装済み商品について、そのプラットフォーム上に義務的な宣言を表示することが義務付けられている。必須な情報は下記の通り；

参照：https://www.amazon.in/Swarovski-5534320-Rollerball-Crystals-Chrome-Plated/dp/B08376MB1Y?ref_=ast_sto_dp

11． インドでの販売に関わる要件 ラべリング

https://www.amazon.in/Swarovski-5534320-Rollerball-Crystals-Chrome-Plated/dp/B08376MB1Y?ref_=ast_sto_dp
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参照：Complying with PWM Labelling Requirements 2025

ラベリングは、透明性、トレーサビリティ、環境責任を確保するために、生産者、輸入者、ブランド所有者（PIBO）および電池メーカー／輸入
者に義務付けられているコンプライアンス要件である。

【中央汚染防止委員会（Central Pollution Control Board：CPCB）CPCB要件によるラベリング要件】

A.プラスチック廃棄物管理（Plastic Waste Management (PWM) Rules）規則におけるラベリング要件

2025年7月1日から適用される2025年プラスチック廃棄物管理（改正）規則（Plastic Waste Management 
(Amendment) Rules, 2025）に基づき、生産者・輸入者・ブランド所有者（PIBO）は、以下のいずれかの方法
でプラスチック包装にラベルを貼ることが義務付けられている：

• バーコードまたはQRコード：プラスチック包装に直接印刷。
• 製品情報パンフレット：パッケージに添付され、必要な情報が記載されている。
• 固有番号：包装に印刷され、適用される法律に基づき発行されるもので、マーキングおよびラベリングの規定を事前に満たすもの。

さらに、PIBOは選択した表示方法を中央汚染防止委員会（Central Pollution Control Board：CPCB）に報告しなければならない。
CPCBは、四半期ごとに更新される適合PIBOのリストを管理し、ウェブサイトで公表する。
これらの規定に従わない場合、1986年環境（保護）法（Environment (Protection) Act, 1986）第15条に定める罰則が適用される場
合がある。

12．プラスチック包装材ラベルに関して

https://blog.nkgabc.com/blog-nkgabc-com-pwm-labelling-requirements-2025/
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12．プラスチック包装材ラベルに関して
販売目的で輸入される製品については、LMPC（法定計量包装商品）規則およびEPR（拡大生産者責任）ガイドラインに従
った表示規制を遵守する必要があります。

EPRガイドラインに従い、以下に準拠し製品および包装に関する情報の表示が必須となる

環境、森林、気候変動省（Ministry of Environment, Forest and Climate Change:MoEF&CC）は、環
境責任の強化と持続可能な包装実践の促進を目的として、プラスチック包装における表示義務化基準を正
式に通知した。この基準は2025年7月1日から施行。この指針は、2016年改正プラスチック廃棄物管理
規則（PWM規則※１）に基づき発行され、包装にプラスチックを使用するすべての製造業者、輸入業者、
ブランド所有者に対し、包括的な表示プロトコルを導入するものである。

改正された表示要件の概要
2025年4月28日付の通知（※2）では、すべての種類のプラスチック包装に重要な情報を目立つように表
示することが義務付けられている。この情報は英語で印刷され、中央公害対策委員会（Central Pollution 
Control Board：CPCB）などの規制当局によるプラスチック廃棄物の追跡可能性の向上と監視を目的と
している。
表示義務は、2024年7月1日（ほとんどの包装タイプ）および2025年1月1日（生分解性オプション）以
降に製造されたプラスチック包装に適用される。

※１ THE PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016(as amended to date)
https://hspcb.org.in/uploads/laws/PWM_Rules.pdf
※2 環境、森林、気候変動省（Ministry of Environment, Forest and Climate Change:MoEF&CC）発行「Notice1」
https://eprplastic.cpcb.gov.in/plastic/downloads/Notice_1.pdf 

https://hspcb.org.in/uploads/laws/PWM_Rules.pdf#:~:text=-%20%281%29%20These%20rules%20shall%20apply%20to%20every,local%20body%2C%20Gram%20Panchayat%2C%20manufacturer%2C%20Importers%20and%20producer.
https://eprplastic.cpcb.gov.in/plastic/downloads/Notice_1.pdf
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【異なる種類のプラスチック包装に関する具体的な規定】
環境・森林・気候変動省（Ministry of Environment, Forest and Climate Change MoEF&CC）は、
包装を特定の形式に分類し、それに応じた表示指示を定めている

プラスチックの種類 適用 必須となる情報

（１）
硬質および多層軟質プラス
チック包装

1層以上のプラスチック層を
有する袋やポーチなど

➢ 名称とCPCB登録証明書番号を表示する必要がある
➢ データは中央集約型ポータルから生成する必要がある
➢ 2024年7月1日以降に製造された包装に適用される

（２）
単層軟質プラスチック包装

キャリーバッグ、シート、簡
易包装袋

➢ 名称、証明書番号、プラスチックの厚さを表示する必要が
ある

➢ 2024年7月1日以降に製造された包装に適用される

（３）
生分解性およびリサイクル
可能なプラスチック包装

生分解性キャリーバッグおよ
び類似の製品を含む

➢ サブ規則（4）の条項（h）に従って発行された名称と登
録番号を表示する必要がある

➢ 2025年1月1日以降に製造された包装に適用される
➢ 生分解性プラスチックには、認証の詳細も含まれる必要が

ある

IP商品の包装にはほとんどが（２）単層軟質プラスチック包装が使用されると思われる

【遵守事項と中央公害対策委員会（Central Pollution Control Board：CPCB）への報告】
製造者は、以下のラベル表示オプションから選択できる
①包装に直接バーコードまたはQRコードを印刷
②製品カタログへの印刷
③技術的に可能な場合、プラスチックに直接印刷

注意）2011年法定計量（包装商品）規則第26条(※１)に該当する包装は、一定の条件下で免除される場合がある

(a)商品が重量または容量で販売される場合、その重量または容量が10グラムまたは10ミリリットル以下のもの
(b)レストランやホテルなどにより包装されたファストフード製品を含む包装物
(c)1955年必需品法（1955年法律第10号）第3条に基づき制定された2013年医薬品（価格規制）命令に定める指定医薬品製剤及び非
    指定医薬品製剤を含む場合

※１）The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 
https://wbconsumers.gov.in/writereaddata/ACT%20&%20RULES/Act%20&%20Rules/9%20
The%20Legal%20Metrology%20%28Package%20Commodities%29%20Rules,%202011.pdf

12．プラスチック包装 表示要件
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輸入元:
XYZ株式会社
123, アノニマス・タワー, アンドヘリ・イースト, 
ムンバイ – 400059

製造・梱包元:
XXX株式会社
767, 東京 日本 12KJ783
原産国：日本

製品: Tシャツ（ユニセックス）

ネット数量: 1点 (1点)
サイズ：51 cm（M）

製造および梱包月年： 
2025年8月 

MRP：Rs. 2000（税込み）
単位販売価格：Rs. 2000

お問い合わせは、以下の連絡先までご連絡くださ
い
XYZ株式会社
123, アノニマス・タワー, アンドヘリ・イースト, 
ムンバイ – 400059
メールアドレス：feedback@xyz.com
連絡先番号：1234 55666    （午前9時から午後6
時まで）                                  月曜日～金曜日

EPR登録番号：EPR/IM/2022/56789
使用プラスチックの種類: PET (ポリエチレンテレ
フタレート) – コード1

【プラスチック包装に関する記載例】
日本語参照

12．プラスチック包装 表示要件

mailto:feedback@xyz.com
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CPCB規則によるラベリング要件

＜バッテリーラベルの必須情報＞

1.製造者または輸入者の氏名および住所
 フルネームと登録住所を明記
2.電池の種類
 鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケルカドミウム電池など、電池の種類の指定
3.バッテリー容量と電圧
 公称容量（AhまたはmAh）と電圧（V）
4.EPR登録番号
 製造者／輸入者の中央汚染防止委員会（CPCB）発行のEPR登録番号を記載
5.リサイクルマーク ( )
 バッテリーがリサイクル可能であることを示す世界共通のリサイクルマークの表示
6.危険警告シンボル

次のような危険を示す関連記号を含める：
1) 家庭ごみとして廃棄しないこと。（ごみ箱アイコンに×がついたマーク）
2) 電池の取り扱いや破損による爆発の危険性
3) 有害物質/有害物質に関する警告（該当する場合）

7.安全な取り扱いと廃棄に関する指示
バッテリーの安全な取り扱い方法、保管/廃棄方法について簡潔な説明

8.製造年月日および有効期限／使用期限（該当する場合）
 消費者によるバッテリーの寿命や使用可能期間の確認用
9.バッチ番号またはシリアル番号
 トレーサビリティと品質管理の目的

B.すべての電池製造業者、輸入業者、ブランド所有者は、インドで販売または流通するすべて
の電池ユニットが以下の表示要件に準拠していることを保証しなければならない：

12．インドでの販売に関わる要件 ラべリング
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輸入製品がサンプルの場合：標準的な表示基準への準拠は不要
ただし、以下の措置は必須

【重要！】①外装パッケージに「展示用 – 販売用ではありません」と明記すること
【重要！】②輸入申告者番号（輸入申告者IEC番号か確認）を記載すること

商品

“For Exhibition Purpose Only 
- Not For Sale”

輸入申告者番号

包装パッケージの表面
でも裏面でもどちらで
もOK

例）

【重要！】①

【重要！】②

参照: 現地専門家へのヒアリングによる情報

12．インドでの販売に関わる要件 ラべリング
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インドでの商品ラベルに記載が必須となっている「日付」に関するルールは
Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011（LMPC Rules 2011）

Rule6(1)(d) に定められている（※１）。
Rule 6. Declarations to be made on every packageに
「必ず表示しなければならない事項」が列挙されている。

※１）The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 page5
https://wbconsumers.gov.in/writereaddata/ACT%20&%20RULES/Act%20&%20Rules/9%20The%20Legal%20Metrology%20%28Package%20Co
mmodities%29%20Rules,%202011.pdf

本文 Rule 6(1) Every package shall bear thereon or on the label securely 
affixed thereto, a definite, plain and conspicuous declaration made in 
accordance with the provisions of this chapter as, to –
(d) The month and year in which the commodity is manufactured or pre-
packed or imported shall be mentioned in the package.

参照訳 Rule 6(1)すべての包装には、本章の規定に従い、明確かつ目立つ表示を、包装
自体またはそれに確実に貼付されたラベルに表示しなければならない。
(d) 商品が製造された月および年、または包装された月および年、または輸入さ
れた月および年は、包装に明記しなければならない。

記載必須項目No.4_日付 商品が製造、包装、または輸入された月と年について
輸入された月／年のみの記載でよいか？

【本実証事業参加企業からのご質問とその見解】

参照 商品ラベルに関するご質問



80
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ作成。無断転載・転用を禁ず

インド当局（Legal Metrology、Customs、FSSAI など）は「消費者が商品の鮮度・寿命を判断できること」を重視するた
め、製造年月（海外メーカーによる）も併せて表示するのが安全。

例）食品・化粧品・医薬品などはさらに厳しく、 BIS規格、FSSAI、Drugs & Cosmetics Rules に基づいて「製造年月日
＋輸入年月日＋有効期限／賞味期限」を表示しないと販売許可が下りない。

国産品の場合 「製造または包装された年月」を表示

輸入品の場合 表示義務は上記＋「輸入年月」を記載が安全

ルールの文面では「or」が使われているが、実務上の解釈見解は以下の通り

➢ ルール文面上は「輸入年月」だけでも条文違反にはならない可能性がある
➢ 特に食品・化粧品・医薬品など規制対象商品の場合、輸入年月だけの表示は当局に認め

られず、製造年月も必須となっている
➢ 消費財全般で「製造年月＋輸入年月」を併記するのが安全と言える

実務対応（輸入品のラベル） 推奨（事実上必須）

最低限必要：輸入年月の記載 製造年月
輸入年月
消費期限／賞味期限（該当する場合）

記載必須項目No.4_日付 商品が製造、包装、または輸入された月と年について
輸入された月／年のみの記載でよいか？

【本実証事業参加企業からのご質問とその見解】

参照 商品ラベルに関するご質問
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中国からの輸入品
Month and Year of 
Manufacture
製造年月日のみ記載があ
り、輸入年月日は記載な
し
赤線：注意事項記載あり

参照 ラベルの実例
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日本からの輸入品
Month and Year of 
Import
輸入日のみ記載があり、
製造年月日は記載なし

参照 ラベルの実例
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中国からの輸入品
Month and Year of 
Import
輸入日のみ記載があり、
製造年月日は記載なし

参照 ラベルの実例
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中国からの輸入品
Month and Year of 
Import
輸入日のみ記載があり、
製造年月日は記載なし

参照 ラベルの実例
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中国からの輸入品
Month and Year of 
Import
輸入日のみ記載があり、
製造年月日は記載なし

参照 ラベルの実例
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ベトナムからの輸入品
Manufactured On MM/YY 
製造日のみ記載があり、
輸入日は記載なし

参照 ラベルの実例
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バングラディッシュから
の輸入品
Manufactured On 
MM/YY 
製造日のみ記載があり、
輸入日は記載なし

参照 ラベルの実例
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玩具（ISIマーク必須商品）
インドネシアからの輸入品
Month＆Year of Mfg
Month/Year of Import 
製造日、輸入日は両方記載あり

参照 ラベルの実例
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靴下
中国からの輸入品
Month/Year of Import
Month/Year of Manufacturing 
製造日、輸入日は両方記載あり

※輸入者はReliance関連会社
(Reliance Industries Limitedはインド
の マハーラーシュトラ州 ムンバイ に本社
を置く、複数の事業を手がけるインド最大
の コングロマリット企業)

参照 ラベルの実例
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番号 書類 詳細 玩具 輸出業者
（日本）

輸入業者 
(インド)

税関提出
必須 / 
不要

詳細

1 商業インボイス 商品詳細、価値、通貨、および取引条件を明記 ● ● ●

輸送会社作成補助
参照スライド88

2 梱包明細書
商品名、数量、重量、および梱包の詳細を記載し
た明細書

● ● ●

3 船荷証券 / 航空貨物運送状
運送会社または航空会社により発行され、輸送の
詳細を確認する書類

● ● ●

4 原産地証明書（COO）
通関手続きに必要で、特に貿易協定に基づく優遇
関税の適用を受ける際に必要

● ● ●

５ 保険証明書
輸送物を保険でカバーする保険証明書（該当する
場合）

● ○ ○
FOB - 輸入者
CIF - 輸出者

６ 購入注文書 / 契約書 買い手と売り手の間で、取引条件を定める合意書 ● ● ●

７ 製品ラベル/タグ
法定計量規則（Legal Metrology Rules）に則っ
たラベル作成が必要

● ● ● ● 参照スライド66-84

８
商品の仕様書、パンフレット
など

● ● ● 〇

９ BIS 証明書
BIS認証対象品
IS 9873（Part 1）：2019年（非電気玩具用）
IS 15644:2006（電気玩具用）

● ● ● ●
製品による、必要
時

10
イベント固有の許可証（展示
会や見本市で販売する場合）

イベント主催者または地方自治体の許可
（必要な場合）

● ● ○ カルネケース

13．輸出のための必要書類準備（玩具）

※インド側輸入者、販売業者必須ライセンス詳細：参照スライド58
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番号 書類 詳細 文具 輸出業者
（日本）

輸入業者 
(インド)

税関提出
必須 / 
不要

詳細

1 商業インボイス 商品詳細、価値、通貨、および取引条件を明記 ● ● ●

輸送会社作成補助
参照スライド88

2 梱包明細書
商品名、数量、重量、および梱包の詳細を記載し
た明細書

● ● ●

3 船荷証券 / 航空貨物運送状
運送会社または航空会社により発行され、輸送の
詳細を確認する書類

● ● ●

4 原産地証明書（COO）
通関手続きに必要で、特に貿易協定に基づく優遇
関税の適用を受ける際に必要

● ● ●

５ 保険証明書
輸送物を保険でカバーする保険証明書（該当する
場合）

● ○ ○
FOB - 輸入者
CIF - 輸出者

６ 購入注文書 / 契約書 買い手と売り手の間で、取引条件を定める合意書 ● ● ●

７ 製品ラベル/タグ
法定計量規則（Legal Metrology Rules）に則っ
たラベル作成が必要

● ● ● ● 参照スライド66-84

８
商品の仕様書、パンフレット
など

● ● ● 〇

9 BIS 証明書 BIS認証 強制適用製品（一部任意）のみ必要 ● ● ● ●
製品による、必要

時

10
イベント固有の許可証（展示
会や見本市で販売する場合）

イベント主催者または地方自治体の許可
（必要な場合）

● ● ○ カルネケース

※インド側輸入者、販売業者必須ライセンス詳細：参照スライド58

13．輸出のための必要書類準備（文具）
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番号 書類 詳細
衣類
繊維

輸出業者
（日本）

輸入業者 
(インド)

税関提出
必須 / 
不要

詳細

1 商業インボイス 商品詳細、価値、通貨、および取引条件を明記 ● ● ●

輸送会社作成補助
参照スライド88

2 梱包明細書 商品名、数量、重量、および梱包の詳細を記載した明細書 ● ● ●

3 船荷証券 / 航空貨物運送状
運送会社または航空会社により発行され、輸送の詳細を確
認する書類

● ● ●

4 原産地証明書（COO）
通関手続きに必要で、特に貿易協定に基づく優遇関税の適
用を受ける際に必要

● ● ●

５ 保険証明書 輸送物を保険でカバーする保険証明書（該当する場合） ● ○ ○
FOB - 輸入者
CIF - 輸出者

６ 購入注文書 / 契約書 買い手と売り手の間で、取引条件を定める合意書 ● ● ●

７ 製品ラベル/タグ
法定計量規則（Legal Metrology Rules）に則ったラベル
作成が必要

● ● ● ● 参照スライド66-84

８ 商品の仕様書、パンフレットなど ● ● ● 〇

９ 繊維製品試験証明書（TTC） ● ● ●

10 アゾ染料証明書 ● ● ●

11 BIS 証明書
IS 9873（Part 1）：2019年（非電気玩具用）
IS 15644:2006（電気玩具用）

● ● ● ● 製品による、必要時

12
イベント固有の許可証（展示会や
見本市で販売する場合）

イベント主催者または地方自治体の許可（必要な場合） ● ● ○ カルネケース

※インド側輸入者、販売業者必須ライセンス詳細：参照スライド58

13．輸出のための必要書類準備（衣類・繊維）
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参照 輸出入必要書類
Document images for reference

1. 商業インボイス & 2. 梱包明細書

3. 船荷証券 / 航空貨物運送状
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Document images for reference

4. 原産地証明書（COO） 5. 購入注文書 / 契約書

参照 輸出入必要書類
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Document images for reference

6. 保険証明書

7. EPR登録証明書

参照 輸出入必要書類
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Document images for reference

8. 法定計量包装商品（LMPC）証明書 9. GST登録証明書

参照 輸出入必要書類
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Document images for reference

10. IEC（輸入者・輸出者コード）

11.AD（認定販売店）コード

12. PANカード

参照 輸出入必要書類
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Document images for reference

13. 税関申告書（輸入申告書）

14. イベント固有の許可証
（展示会や見本市で販売する場合）

15. 製品ラベル/タグ

⚫ イベント固有の許可証は、イベント主催者によっ
て発行される

⚫ 許可証の形式と内容は主催者によって異なる
⚫ この許可証はカルネに基づく輸送の場合にのみ

必要

参照 輸出入必要書類
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Document images for reference

16. 繊維製品試験証明書（TTC） 17. アゾ染料証明書

参照 輸出入必要書類
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Document images for reference

18. BIS 証明書 19. WPC ITA証明書

参照 輸出入必要書類
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第2章

IP関連商品輸出入実務解説
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今回の調査品目一覧

会社 製品 輸入可否 BIS要件 法定計量
EPR

（プラスチック
  廃棄物管理）

販売/サンプル

1 T社様 ➀模造刀 〇 × 要 要 サンプル

2 K社様

➀Tシャツ 〇 × 要 要 サンプル

➁マフラータオル 〇 × 要 要 サンプル

➂缶バッジ 〇 × 要 要 サンプル

④アクリルスタンド 〇 × 要 要 サンプル

➄傘のチャーム 〇 × 要 要 サンプル

⑥ギターピックチャー
ム

〇 × 要 要 サンプル

3 R社様 ➀缶バッジ 〇 × 要 要 サンプル

４ I社様
①缶バッジ 〇 × 要 要 販売

②キーチェーン 〇 × 要 要 販売
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製品の種類 HSNコード 概要
基本
関税

社会福祉追加
税（SWG）

統合消費税
(IGST)

模造刀

83062990
ベル、ゴングその他の電気式でないもの、基材金属製；基材金属製の小像その他
の装飾品；基材金属製の写真、絵画その他のフレーム；基材金属製鏡、その他

20 10 12

93070000

剣、カトラス、バヨネット、ランスおよび類似の武器およびその部品、ならびに
その鞘および鞘カバー（貴金属製または貴金属で被覆された金属製のもの、フェ
ンシング用鈍器、狩猟用ナイフおよびダガー、キャンプ用ナイフおよび品目番号
8211に該当する他のナイフ、皮革または繊維材料製の剣帯および類似品、および
剣の結び目を含む）

10 10 18

缶バッジ 83089099
留金、留金付きフレーム、バックル、バックル留金、フック、アイレット、その
他の類似品（衣類、靴、日よけ、ハンドバッグ、旅行用品その他の製品に使用さ
れるもの）；管状または二股の留金（基材金属製）；ビーズその他の製品。

10 10 18

アクリルスタンド 39264039
3901から3914までの品目番号に属するその他のプラスチック製品およびその他
の材料の製品、彫像およびその他の装飾品

15 1.5 18

傘の装飾品 39269099
「プラスチック製品その他の材料の製品（品目番号3901から3914までのもの）
」。具体的には、3926はプラスチック製品、その他

15 10 18

Tシャツ 61091000 Tシャツ、タンクトップその他のベスト（編み物またはかぎ針編み） - 綿製 20 0 12

タオルマフラー 62149069
ショール、スカーフ、マフラー、マンティラ、ベールおよび類似品 - その他の繊
維材料製：綿製ショール、マフラーおよび類似品

20 0 12

ギターピック
チャーム

39269099
「3901から3914までの項目のプラスチック製品およびその他の材料の製品」。
具体的には、3926はプラスチック、その他

15 10 18

キーチェーン 39269099
「3901から3914までの項目のプラスチック製品およびその他の材料の製品」。
具体的には、3926はプラスチック、その他

15 10 18

HSNコードは製品の商品説明や仕様書の内容を確認し、製品の説明、使用用途、原材料に基づいて判断する必要がある。
模造刀については2つのHSNコードを記載。黄色でハイライトされたコードが説明に最も近いよだが、製造者がこのコードを使用す
る場合、武器許可証の申請が必要になる可能性がある。

【IP商品輸送実証HSコードと関税】

参照:

https://www.old.icegate.gov.in/Webappl/Trade-Guide-on-Imports

今回の調査品目一覧

https://www.old.icegate.gov.in/Webappl/Trade-Guide-on-Imports
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T社様
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T社様商品輸出入実務解説

➀調査品目（品目特性、輸送上の注意を明記） 模造刀

➁製造拠点（製造・加工地および経由ルートも分か
る範囲で明記すること。）

岐阜県関市
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製品の種類 HSNコード 概要
基本
関税

社会福祉追加
税（SWG）

統合消費税
(IGST)

模造刀

83062990
ベル、ゴングその他の電気式でないもの、基材金属製；基材金属製の小像その他
の装飾品；基材金属製の写真、絵画その他のフレーム；基材金属製鏡、その他

20 10 12

93070000

剣、カトラス、バヨネット、ランスおよび類似の武器およびその部品、ならびに
その鞘および鞘カバー（貴金属製または貴金属で被覆された金属製のもの、フェ
ンシング用鈍器、狩猟用ナイフおよびダガー、キャンプ用ナイフおよび品目番号
8211に該当する他のナイフ、皮革または繊維材料製の剣帯および類似品、および
剣の結び目を含む）

10 10 18

➀【品目特性】
・模造刀だが、精巧に作られており見た目が本物のように見えることで「武器」とみなされ

る可能性があった
・インドではなじみのない商品であるため、通関で厳しく審査される可能性があった

・確実に輸入するために事前のテスト輸送を検討
・HSNコードの選定：HSNコードは製品の商品説明や仕様書の内容を確認し、製品の説明、使用用途、

原材料に基づいて判断する必要がある。
「93070000」のHSNコードが今回の模造等の内容に最も近いようであったが、
このコードを使用する場合、武器許可証の申請が必要になる可能性があった。
そのため、今回は黄色ハイライトのHSNコードを使用し輸出を試みた。

T社様商品輸出入実務解説
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製品の種類 HSNコード 概要
基本
関税

社会福祉追加
税（SWG）

統合消費税
(IGST)

模造刀

83062990
ベル、ゴングその他の電気式でないもの、基材金属製；基材金属製の小像その他
の装飾品；基材金属製の写真、絵画その他のフレーム；基材金属製鏡、その他

20 10 12

93070000

剣、カトラス、バヨネット、ランスおよび類似の武器およびその部品、ならびに
その鞘および鞘カバー（貴金属製または貴金属で被覆された金属製のもの、フェ
ンシング用鈍器、狩猟用ナイフおよびダガー、キャンプ用ナイフおよび品目番号
8211に該当する他のナイフ、皮革または繊維材料製の剣帯および類似品、および
剣の結び目を含む）

10 10 18

➁【輸送上の注意】
・テスト輸送の検討は行ったが、テスト輸送はせず本番輸送に臨むこととなった
・以下の黄色ハイライトHSコードを使用
・商品が武器ではないことが通関で理解されるよう仕様書の説明文を工夫

「武器」とみなされないようにするための輸送準備の工夫

✓ 文章内に「切れない安全仕様、装飾用、コレクション」といった武器でないということ説明できる
キーワードを入れた

✓ パンフレットで使用する英単語と材質表で使用する英語に差異がないように合わせた
✓ 特に「つば」や「さや」などと言ったインドでなじみがない日本語は全てを適当な英語表現にした
✓ 「材質表」では部品ごとに写真を挿入し説明

T社様商品輸出入実務解説
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製品の種類 HSNコード 概要
基本
関税

社会福祉追加
税（SWG）

統合消費税
(IGST)

模造刀

83062990
ベル、ゴングその他の電気式でないもの、基材金属製；基材金属製の小像その他
の装飾品；基材金属製の写真、絵画その他のフレーム；基材金属製鏡、その他

20 10 12

93070000

剣、カトラス、バヨネット、ランスおよび類似の武器およびその部品、ならびに
その鞘および鞘カバー（貴金属製または貴金属で被覆された金属製のもの、フェ
ンシング用鈍器、狩猟用ナイフおよびダガー、キャンプ用ナイフおよび品目番号
8211に該当する他のナイフ、皮革または繊維材料製の剣帯および類似品、および
剣の結び目を含む）

10 10 18

テスト出荷では迅速な輸入のため上記HSNコード83062990を使用したが、
以下の理由から今後の輸入には93070000の使用を推奨：
✓ 税関がレプリカ刀を潜在的な武器と見なす可能性がある
✓ 1959年インド武器法では、武器を純粋に長さ・幅で定義（例：刃長9インチ以上、幅2インチ以上の

刃物）
✓ 公共の場や輸送中においては、鈍器で機能しない物品であっても潜在的な武器と見なされる可能性

があります。税関・保安当局は極めて慎重に運用しており、「武器のように見えるもの」は公共の
安全を優先するため、差し止めや没収の対象となる場合がある

※仮に、TC HS輸入政策に基づき、輸入は1985年9月12日付MHA通達S.O. 667(E)及び2002年
8月2日付S.O. 831(E)に規定された要件の充足が条件となる。

これらの物品の購入者／使用者は、1959年武器法に基づき、所轄当局から必要な使用許可を
取得しなければならない。

参照: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-
10/CompendiumExclusionsWithdrawalsunderArmsActsandRules%5B1%5D.pdf

T社様商品輸出入実務解説

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-10/CompendiumExclusionsWithdrawalsunderArmsActsandRules%5B1%5D.pdf
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-10/CompendiumExclusionsWithdrawalsunderArmsActsandRules%5B1%5D.pdf
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「パンフレット」＆「材質表」

T社様 パンフレット＆材質表
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➂【サンプル品としての輸送】
・サンプル品として輸出する場合、インボイス、パッキングリストに記載する金額について

商品代金は、サンプル（無償）でも有償時の金額記載が必要。
上代である必要はなく、卸値金額でOK

・サンプル品と分かるようなラベルの表示

輸入製品がサンプルの場合：標準的な表示基準への準拠は不要
ただし、以下の措置は必須

【重要！】①外装パッケージに「展示用 – 販売用ではありません」と明記すること
「“For Exhibition Purpose Only - Not For Sale”」

【重要！】②Bill of Entry（インド側作成）にサンプル目的ということを記載する

商品

包装パッケージの表面
でも裏面でもどちらで
もOK

例）

【重要！】①
“For Exhibition Purpose Only 

- Not For Sale”

T社様商品輸出入実務解説
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T社様 サンプルステッカー貼付
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③輸出スケジュール

会社 製品
書類準備
完了日

倉庫配送日 貨物入庫 日本輸出通関
日本出発
インド着

インド輸入通
関

インド国内目
的地着

1 T社 ➀模造刀 8月22日金 8月22日金 8月25日月 8月28日木 8月29日金
9月1日～
９月10日

9月11日

会社 製品
書類準備
完了日

倉庫配送日 貨物入庫 日本輸出通関
日本出発
インド着

インド輸入通
関

インド国内目
的地着

1 T社 ➀模造刀 8月22日金 8月22日金 8月25日月 8月28日木 8月29日金 8月29日金 ８月30日

【予定】

【実際】

T社様商品輸出入実務解説
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日本輸出～インド輸入 スケジュール

誰が 日時 内容

Carna（輸入者）
GST、PAN、LMPC、EPR、IEC証明書などの輸入書類を鴻池
運輸インド法人へ共有する 

T社様 2025年8月22日
インボイス＆パッキングリスト（20250814）と
原産国を明記した荷印（ケースマーク）を作成

T社様
商品をKONOIKE成田の倉庫へ発送
輸出通関のための委任状を鴻池運輸に提出

鴻池運輸 T社様商品を受領。輸出準備を実施

鴻池運輸
2025年8月26日
13:21

羽田ーニューデリー航空便発送手配。
航空運送状番号：KTC-11086943
MWAB番号：131-21318592
便名：JL9966/29（成田-羽田）
         JL039/29 (羽田-デリー)

鴻池運輸
2025年8月29日 
01:00 

日本から出荷

鴻池運輸インド法人
2025年8月29日 
16:03

通関業者（CHA）による事前チェックリストの準備（書類に基づ
き事前に作成可能）と税関への提出。

T社様商品輸出入実務解説
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誰が 日時 内容

鴻池運輸インド法人
2025年8月28日 
16:03 IST

通関業者（CHA）による事前チェックリストの準備（書類に基づ
き事前に作成可能）とインド通関への提出。

インド通関 2025年8月28日

貨物の初期評価を実施(事前チェックリスト提出時は書類のみで
評価が実施される)
インド通関からの質問はなし。
通関業者（CHA）に仮輸入申告書（BOE）を提出

貨物到着 - デリー
2025年8月29日 
15:35 IST

貨物がデリー空港貨物ターミナルに到着

鴻池運輸インド法人
2025年8月29日 
17:08 IST

BOE: 4169684 作成済み、支払処理済。
合計関税：INR 22,662 支払い

インド通関 2025年9月2日
インド通関は箱を開けて商品を検査し、書類と商品の両方で貨
物を再評価を実施。製品を検査に送られる予定。

鴻池運輸インド法人 2025年9月2日
通関業者（CHA）は、当該商品は展示用であり商業目的では
ないと説明

インド通関 2025年9月2日 インド通関職員はその後、貨物の通関を許可した

鴻池運輸インド法人
2025年9月2日
14:00 IST

インド国内指定地に配達完了

日本輸出～インド輸入 スケジュール

T社様商品輸出入実務解説
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K社様
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➀調査品目（品目特性、輸送上の注意を明記） ➀Tシャツ
➁マフラータオル
③アクリルスタンド
④ギターピックチャーム

➁製造拠点（製造・加工地および経由ルートも分か
る範囲で明記すること。）

日本

出荷 1：Tシャツ 、マフラータオル
インドに輸入されるすべての衣類商品には「繊維製品試験証明書
（TTC）」が必須となる。

61091000
綿製Tシャツ、タンクトップ及びその他のベスト（編物又はかぎ
針編物）

HSNコード

62149099 繊維製ショール及びスカーフ：その他の種類

39269099
その他のプラスチック製品及び3901から3914項までのその他
の材料の製品 - その他：その他：その他

税関申告書用HSNコード

出荷2：アクリルスタンド、ギターピックチャーム

K社様商品輸出入実務解説
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➀【品目特性】
(a)Tシャツ、タオルは繊維製品にて、「TTC証明書」の取得が必須

(b)アクリルスタンド、ギターピックチャームはプラスチック製品であり「化学成分申告」が必要

(a)Tシャツ、タオルは繊維製品にて、「TTC証明書」の取得が必須

1回目 Fedexを利用し配送 個人貨物のような取扱いとなり、TTC証明書取得前に目
的地に配送されてしまった

2回目 Cargo配送 TTC証明書取得にため、できる限り早期の輸送を試みた。
通常TTC証明書取得後、商品が通関を通過し商品受領の
流れとなる。
今回は「サンプル品であり、商業用ではない」ことを
CHAからCustom Indiaへ説明。且つ、数量も少なかっ
たからか、TTC証明書取得前に商品が通関を通過し、受
領することができた。
TTC取得までは土日を除く、14営業日で取得した。
（実際の取得はイベント後であった）

K社様商品輸出入実務解説



118
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ作成。無断転載・転用を禁ず

➀【品目特性】
(a)Tシャツ、タオルは繊維製品にて、「TTC証明書」の取得が必須

(b)アクリルスタンド、ギターピックチャームはプラスチック製品であり「化学成分申告」が必要

(b)アクリルスタンド、ギターピックチャームはプラスチック製品であり「化学成分申告」が必要

【化学成分申告】
＜具体的な内容＞
１）インボイス・パッキングリストに記載欄追加し記載

①記載内容
「REMARKS /DECLARATION」の欄作成

英語で自己宣誓文（定型文）を記載
“I certify that the information related to 
IUPAC ＆CAS number is not in my 

                possesion as the same is not provided by    
                my supplier due to confidentiality. “

※１）日本企業様に実施いただくのはこの点のみ

必ず申告内容を輸入者へ連絡

※２）貨物がインドに到着した際、輸入者（通関業
者）が「Bill of Entry」内で再度申告を行う流れ
となる

 Invoice No. KR-20250821-B  Date : 26-Aug-25

 Consigned to Messers  Marks & Nos

CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD. KING RECORD

UNIT 605 & 606 - A, 6TH FLOOR THE PALM SPRING PLAZA ACRYLIC STAND

GOLF COURSE ROAD, SECTOR 54 GURUGRAM (HR) GUITAR PICK KEYCHAIN

 122002, INDIA C/NO.1

IEC:0516977351　GSTIN:06AAFCC4758D1ZS MADE IN JAPAN

 Shipped per  Sailing on or about  Trade Term

BY AIR CIF DELHI, INDIA

 From  To  Payment Term

NARITA, JAPAN NO COMMERCIAL VALUE

No. Unit price Amount N/W G/W M3

No Commercial Value for Costoms Purpose Only

"For Exhibition Purpose Only - Not For Sale"

1 (Acrylic) 2 PCS JPY 1,364 JPY 2,728 0.040KGS 0.200KGS 0.027M3

2 (Acrylic) 2 PCS JPY 1,364 JPY 2,728 0.040KGS

3 (Acrylic) 2 PCS JPY 1,364 JPY 2,728 0.040KGS

4
(PVC, nickel plated Ball

Chain)
2 PCS JPY 545 JPY 1,090 0.040KGS

5
(PVC, nickel plated Ball

Chain)
2 PCS JPY 545 JPY 1,090 0.040KGS

6
(PVC, nickel plated Ball

Chain)
2 PCS JPY 545 JPY 1,090 0.040KGS

FOB CHARGE 1 SET JPY 35,000 JPY 35,000

SUB TOTAL FOB NARITA, JAPAN JPY 46,454

FREIGHT & INSURANCE 1 SET JPY 33,000 JPY 33,000

GRAND TOTAL CIF DELHI, INDIA JPY 79,454

COUNTRY OF ORIGIN JAPAN

TOTAL PACKAGES 1 CARTON N/W 0.2KGS G/W 0.2KGS M3 0.027M3

REMARKS /DECLARATION

I certify that the information related to IUPAC ＆CAS number is not in my possesion as the same is not provided by my supplier due to confidentiality. 

INVOICE  &  PACKING LIST

Quantity

29-Aug-25

DEHHI, INDIA

Description of Goods

KING RECORD CO.,LTD.

Acrylic Stand（Ripple）

/ETZA-9095

Acrylic Stand（Zeal）

/ETZA-9096

Acrylic Stand（Meteor）

/ETZA-9097

Guitar Pick Keychain（Ripple）

/ETZA-9099

Guitar Pick Keychain（Zeal）

/ETZA-9100

Guitar Pick Keychain（Meteor）

/ETZA-9101

出品元企業名
商品名

原産地等

商品名

K社様商品輸出入実務解説
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インドの関税法（Customs Act, 1975）に基づき、インドに特定の化学物質（★）を輸入する際には
IUPAC名称 および CAS番号 を申告することが義務付けられている。

（★）特定の化学物質は、関税分類のHSコードが
「第28・29・32・38・39章」に該当する輸入品を指す

今回JETRO様IP商品輸入実証プロジェクトで対象となるのは、プラスチックとその製品、合成樹脂、
アクリル樹脂などが使用されている製品。当てはまる章は「第39章」（※１）

章 内容 今回対象

第28章
(Chapter 28: Inorganic Chemicals)

無機化学品および無機または有機の貴金属、希土類、放射性元素など
例：酸素、窒素、硫黄、酸化物、ハロゲン化物など

×

第29章
(Chapter 29: Organic Chemicals)

有機化学品（炭素化合物）
例：炭化水素、アルコール、フェノール、エーテル、アルデヒド、ケ
トン、カルボン酸など

×

第32章
(Chapter 32: Dyes, Pigments, Paints, Inks)

染料、顔料、ペイント、インク、酵素製剤など
例：アゾ染料、フタロシアニン顔料、印刷用インクなど

×

第39章
(Chapter 39: Plastics and Articles thereof)

プラスチックとその製品、合成樹脂、アクリル樹脂など
例：ポリエチレン、ポリプロピレン、PVC、アクリル、ナイロンなど

IP商品の
一部

IUPAC名 化学物質を国際的に標準化された命名法（国際純正・応用化学連合）に基づいて明瞭に特定する名称

CAS番号 化学物質を一意に識別するために米国化学会(Chemical Abstracts Service)によって付与された番号(固有登録
番号)

（※1）customs tariff act, 1975 (277ページ以降に39章について記載) https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/8774/1/a197551.pdf

補足資料）輸入通関時の化学物質の申告義務

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/8774/1/a197551.pdf
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【IUPAC名称とCAS番号の申請が必須になった背景】

⚫ インドの中央間接税関委員会（CBIC）は、化学関連製品の
輸入・輸出申告において、これまで任意だった IUPAC 名称
と CAS 番号の記載を義務化する通達を発出

（Circular No. 15/2023-Customs、2023年6月7日）

⚫ 本来 2023年7月1日からの施行予定だったが、企業や業界
団体からの反発を受けて延期され、最終的に輸入については
2023年10月15日から、輸出については2023年10月1日か
ら の実施となった（Circular No. 18/2023／No. 
23/2023(※1)）

Circular 55/2020-Customs – Dated : 17th December 2020

•自主的な申告

•輸入品の詳細な説明を提供し、科学名、IUPAC名称、ブランド名など、輸入品に関する特定の追加パラメーターを記載すること

Circular No. 15/2023-Customs –
 Dated: 7th June 2023

•強制申告

•施行予定日の延長：2023年7月1日 2023年10月1日まで
延長

•1975年関税法の第28章、第29章、第32章、第38章、第39章
に該当する輸入品について、輸入申告書に構成化学物質の
IUPAC名称およびCAS番号の申告を義務付ける

➢ 通常、関税分類（HSコード）だけでは物質の正確な特定が難しい場合が多く、誤分類や危険物質のすり抜けが起こり
やすい問題があった

➢ 化学物質の安全性・規制管理を強化 するため、輸入時に正確な物質特定が求められるようになった

➢ 特に 第28章（無機化学品）、第29章（有機化学品）、第32章（染料・顔料など）、第39章（プラスチック・ポリマー
など） は種類が多く、同じHSコードに多数の物質が該当するため、より厳密な特定が必要になった

➢ 関税局（CBIC: Central Board of Indirect Taxes and Customs）は 特定の化学品を輸入する際、IUPAC名とCAS番号
を必須記載 とし、これにより輸入物質の同定を容易にし、安全規制（有害化学物質規制、環境保護、国内産業保護な
ど）に役立てている

参照：Circular-No-15-2023_862023143919876.pdf

補足資料）輸入通関時の化学物質の申告義務

https://pdicai.org/Docs/Circular-No-15-2023_862023143919876.pdf
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補足資料）HSコードと関税

製品の種類 HSNコード 概要
基本
関税

社会福祉追加
税（SWG）

統合消費税
(IGST)

模造刀

83062990
ベル、ゴングその他の電気式でないもの、基材金属製；基材金属製の小像その他
の装飾品；基材金属製の写真、絵画その他のフレーム；基材金属製鏡、その他

20 10 12

93070000

剣、カトラス、バヨネット、ランスおよび類似の武器およびその部品、ならびに
その鞘および鞘カバー（貴金属製または貴金属で被覆された金属製のもの、フェ
ンシング用鈍器、狩猟用ナイフおよびダガー、キャンプ用ナイフおよび品目番号
8211に該当する他のナイフ、皮革または繊維材料製の剣帯および類似品、および
剣の結び目を含む）

10 10 18

缶バッジ 83089099
留金、留金付きフレーム、バックル、バックル留金、フック、アイレット、その
他の類似品（衣類、靴、日よけ、ハンドバッグ、旅行用品その他の製品に使用さ
れるもの）；管状または二股の留金（基材金属製）；ビーズその他の製品。

10 10 18

アクリルスタンド 39264039
3901から3914までの品目番号に属するその他のプラスチック製品およびその他
の材料の製品、彫像およびその他の装飾品

15 1.5 18

傘の装飾品 39269099
「プラスチック製品その他の材料の製品（品目番号3901から3914までのもの）
」。具体的には、3926はプラスチック製品、その他、その他

15 10 18

Tシャツ 61091000 Tシャツ、タンクトップその他のベスト（編み物またはかぎ針編み） - 綿製 20 0 12

タオルマフラー 62149069
ショール、スカーフ、マフラー、マンティラ、ベールおよび類似品 - その他の繊
維材料製：綿製ショール、マフラーおよび類似品

20 0 12

ギターピック
チャーム

39269099
「3901から3914までの項目のプラスチック製品およびその他の材料の製品」。
具体的には、3926はプラスチック、その他、その他

15 10 18

キーチェーン 39269099
「3901から3914までの項目のプラスチック製品およびその他の材料の製品」。
具体的には、3926はプラスチック、その他、その他

15 10 18

HSNコードは製品の商品説明や仕様書の内容を確認し、製品の説明、使用用途、原材料に基づいて判断する必要がある。
模造刀については2つのHSNコードを記載。黄色でハイライトされたコードが説明に最も近いよだが、製造者がこのコードを使用す
る場合、武器許可証の申請が必要になる可能性がある。

【IP商品輸送実証HSコードと関税】

参照:

https://www.old.icegate.gov.in/Webappl/Trade-Guide-on-Imports

https://www.old.icegate.gov.in/Webappl/Trade-Guide-on-Imports
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1. 製品カテゴリを特定する 2. 輸入申告書（Bill Of Entry）に情報を入力

①第39章におけるHSコードの特定
化学物質申告対象かどうかの確認

②CPCBB / CPCFM / CPCPR*への分類
③仕入れ先に素材内訳と概算比率の提供を依頼

仕入れ先の素材情報から、IUPAC名称および/またはCAS番号を確認

日本企業輸出者からの情報により、インド側輸入者が輸入申告書（Bill 
Of Entry）に情報を入力
①化学品カテゴリー（CPCBB / CPCFM / CPCPR）を選択
②IUPAC名称および/またはCAS番号を入力

※注：各製品ごとに、IUPAC名称/CAS/PC002を申告する必要がある

コード カテゴリ 製品例 要件 要件例

CPCBB バルク化学品および基礎
化学品

原料ポリマー、樹脂、顆粒 各成分のIUPAC名 + CAS番号 ポリプロピレン顆粒（HS 3902） → CPCBB → 
IUPAC: Poly(propene), CAS: 9003-07-0

CPCFM 配合物および混合物 マスターバッチ、ブレンド、添加
剤、複合材

主要な/有効成分の少なくとも1つのIUPAC名 + 
CAS番号

PVC化合物（HS 3904） → CPCFM → IUPAC: ポ
リ(クロロエチレン), CAS: 9002-86-2

CPCPR 独自開発/研究開発/そ
の他

完成品プラスチック製品、独
自ブレンドされた原材料を使用
した製品

主要な成分の1つのIUPAC名称またはCAS番号 プラスチックフィルム（HS 3920） → CPCPR → 主なポ
リマーのIUPACまたはCAS番号

不明な場合 サプライヤーから情報提供がない場
合には、自己申告書（self-
undertaking）の提出で代替可能

定型文
“I certify that the information related to IUPAC 
& CAS number is not in my possession as the 
same is not provided by my supplier due to 
confidentiality.”

【化学物質の申告の流れ】

実施者：日本企業輸出者 実施者：インド側輸入者

3. IUPAC/CAS番号が利用できない場合、機密保持条項を追加する

コードPCO02（輸入申告書：Bill of Entry内のコード）の下に以下
の声明を追加：
「私は、IUPACおよびCAS番号に関する情報は、サプライヤーから機密保持
の理由により提供されていないため、私の保有する情報には含まれていない
ことを証明します。」

実施者：インド側輸入者

この時点で仕入れ先が秘匿のため情報を開示し
ないときは、輸入申告書（Bill Of Entry）に
自己宣誓文を併記する旨を輸入業者に伝える

1. 製品カテゴリを特定する

実施者：日本企業輸出者

補足資料）輸入通関時の化学物質の申告義務 申告の流れ
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＜Bill of Entry（BoE）とは？＞

No. 項目 ポイント

1)
輸入時の 輸入申告書Bill of Entry に
記載必須

＜必須情報＞
✓ 化学物質の IUPAC 名称
✓ 化学物質の CAS 登録番号
※記載しない場合 → 通関遅延・差止・罰則の可能性あり

2) 輸出者が仕入れ先から素材情報が得
られるか否か

✓ 得られた場合には、化学品情報を正しく申告
✓ 得られない場合でも、自己宣誓文にて申告が可能・必要

3)
申告は「輸入申告書(Bill Of 
Entry)」で実施

✓ 輸入申告書（Bill Of Entry）は輸入者（通関会社）が行
う

✓ 輸出者は正確な情報を輸入者に伝える必要がある

定義 インド関税法（Customs Act, 1962）に基づく輸入申告書

法的要件 Customs Act, 1962 の 第46条で義務化。BoEがなければ通関できない。

目的

輸入貨物の
・内容（品名、HSコード、数量、価格、原産国など）
・関税・GSTの算定基準
・規制遵守（IUPAC名・CAS番号、ライセンス等）を税関に申告するための公式文書

作成者 原則、輸入者（Importer of Record） が提出義務を負う

作成の
タイミング

輸入貨物がインド港に到着した後（船荷証券/航空運送状が発行された後）に作成
ただし 貨物の通関を迅速化するために、船到着前（Advance Bill of Entry）で提出可能

＜申告のポイント＞

補足資料）輸入通関時の化学物質の申告義務 申告のポイント
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➀【輸送上の注意】
・商品は全てサンプル且つ配布予定

【適切なラベル作成】
サンプル品ラベルのルールに従い作成、且つ配布するために必要なラベルの作成＋貼付が必須

＋

K社様商品輸出入実務解説
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サンプルとして配布するために必要なラベルの作成

Product Name “Princession Orchestra”T-shirt（M Size）

Imported by:CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.

Unit no. 605 & 606 A, 6th Floor., Emaar Palm Spring Plaza,Golf

Course Road, Sector 54, Gurugram 122002 Haryana India 

Imported by:VEDANSH IMPEX PRIVATE LIMITED

11th Floor, A-Wing, 1105, O2 Commercial Park, Asha Nagar, Mulund

West, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400080

Packed By:KING RECORD CO.,LTD.

1-22-12 Otowa, Bunkyo-ku, Tokyo Japan 112-0013

Manufactured & Packed By:KING RECORD CO.,LTD.

1-22-12 Otowa, Bunkyo-ku, Tokyo Japan 112-0013

OK Country of origin:Japan

OK Product:T-Shirt(Unisex)

OK Net Qty.1N(One)

OK Size:M(Length70cm/Bust52cm/Shoulder47cm/Sleeve20cm)

OK Month and year of Manufacture:Aug 2025

OK MPR.₹6,600 inclusive of all taxes

全て1個単位で袋に入っているものであれば必要ありません Unit Sale Price.₹6,600 inclusive of all taxes

For Complaints,Please Contact :

CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.

Unit no. 605 & 606 A, 6th Floor., Emaar Palm Spring Plaza,Golf

Course Road, Sector 54, Gurugram 122002 Haryana India 

Email: info@carna.konoike.net

Phone No: +91-85272-79659

Business Hrs: 10AM to 5PM

Sold only at the event’

No refunds / No exchanges

We do not accept returns or exchanges on these items.

 We appreciate your understanding.

For Complaints,Please Contact :

VEDANSH IMPEX PRIVATE LIMITED

11th Floor, A-Wing, 1105, O2 Commercial Park, Asha Nagar, Mulund

West, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400080

Email: natarajan@vedanshimpex.com

Phone No: +91 9321119000

Business Hrs: 10AM to 5PM

Sold only at the event’

   No refunds / No exchanges

   We do not accept returns or exchanges on these items.

   We appreciate your understanding.

OK Recommended Age: 14 and up

今回は不要 Type of Plastic Used:PET(Poluethylene Terephthalate）Code-1

Manufact
ured byは
必須では
ないため

不要

販売品と
しての取
り扱いの

場合には、
輸入者の

欄に
「Import

ed & 
Marketed 
by」を挿
入し、

「Manufa
ctured 

by」を挿
入

サンプル配布版ラベル内容
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サンプルとして配布するために必要なラベルの作成

サンプル配布のためのラベル
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③輸出スケジュール

会社 製品
書類準備
完了日

倉庫配送日 貨物入庫 日本輸出通関
日本出発
インド着

インド輸入
通関

インド国内
目的地着

1

K社様

➀Tシャツ
➁マフラー

タオル
8月25日月 8月26日火 8月27日水 8月28日木 8月29日金

9月1日～
９月11日

9月12日

2

④アクリルス
タンド

⑥ギターピッ
クチャーム

8月28日木 8月29日金 9月1日月 9月4日木 9月5日金
9月８日～
９月11日

9月12日

【予定】

【実際】

会社 製品
書類準備
完了日

倉庫配送日 貨物入庫 日本輸出通関
日本出発
インド着

インド輸入
通関

インド国内
目的地着

1

K社様

➀Tシャツ
➁マフラー

タオル
8月26日火 8月26日火 8月27日水 8月28日木 8月29日金 9月2日 9月2日

2

④アクリルス
タンド

⑥ギターピッ
クチャーム

8月26日火 8月26日火 8月27日水 8月28日木 8月29日金 9月2日 9月2日

K社様商品輸出入実務解説
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誰が 日時 内容

Carna（輸入者）
GST、PAN、LMPC、EPR、IEC証明書などの輸入書類を鴻池
運輸インド法人へ共有する 

K社様 2025年8月26日
インボイス＆パッキングリストと産国を明記した荷印（ケース
マーク）を作成

K社様 商品をKONOIKE成田の倉庫へ発送
輸出通関のための委任状を鴻池運輸に提出

鴻池運輸 K社様商品を受領。輸出準備を実施。

鴻池運輸
2025年8月27日 
18:54

羽田ーニューデリー航空便発送手配。
便名：JL9966/29（成田-羽田）
               JL039/29 (羽田-デリー)

鴻池運輸
2025年8月29日 
01:00 日本から出荷

鴻池運輸インド法人
2025年8月29日 
16:49 IST

通関業者（CHA）による事前チェックリストの準備（書類に基づ
き事前に作成可能）とインド通関への提出。

日本輸出～インド輸入 スケジュール

K社様商品輸出入実務解説
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誰が 日時 内容

貨物到着 -デリー
2025年8月29日 
16:14

貨物がデリー空港貨物ターミナルに到着

インド通関 2025年8月29日

貨物の初期評価を実施(事前チェックリスト提出時は書類のみで
評価が実施される)
インド通関からの質問はなし。
通関業者（CHA）に仮輸入申告書（BOE）を提出

鴻池運輸インド法人
2025年8月29日 
17:07 IST

BOE作成済み、支払処理済。
合計関税：INR 18,762を支払い

インド通関 2025年9月2日
インド通関は箱を開けて商品を検査し、書類と商品の両方で貨
物を再評価を実施。

鴻池運輸インド法人 2025年9月2日
通関業者（CHA）は、当該商品は展示用であり商業目的では
ないと説明

インド通関
2025年9月2日 
11:00 IST

合計4点がTTC検査のため税関に差し押さえられた。 
Tシャツ2点とスカーフタオル2点（検査用サンプル各1点、記録用
サンプル1点）その後、税関職員が貨物の通関を許可した。

鴻池運輸インド法人
2025年9月2日
（14:00 IST）

インド国内指定地に配達完了

鴻池運輸インド法人
2025年9月19日
（13:00IST）

繊維委員会よりTTC証明書を受領

日本輸出～インド輸入 スケジュール

K社様商品輸出入実務解説
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TTC Tシャツ用証明書 タオル用TTC証明書

TTC証明書
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誰が 日時 内容

Carna（輸入者）
GST、PAN、LMPC、EPR、IEC証明書などの輸入書類を鴻池
運輸インド法人へ共有する 

K社様 日本 2025年8月26日
インボイス＆パッキングリスト(KR-20250821-B)と原産

国を明記した荷印（ケースマーク）を作成

K社
商品をKONOIKE成田の倉庫へ発送
輸出通関のための委任状を鴻池運輸に提出

鴻池運輸 K社様商品を受領。輸出準備を実施

鴻池運輸
2025年8月27日 
18:54

羽田ーニューデリー航空便発送手配。
便名：JL9966/29（成田-羽田）
               JL039/29 (羽田-デリー)

鴻池運輸
2025年8月29日 
01:00

日本から出荷

鴻池運輸インド法人
2025年8月28日 
17:11 IST

通関業者（CHA）による事前チェックリストの準備（書類に基づ
き事前に作成可能）とインド通関への提出。

日本輸出～インド輸入 スケジュール（第２便）

K社様商品輸出入実務解説
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誰が 日時 内容

貨物到着 -デリー
2025年8月29日 
16:14

貨物がデリー空港貨物ターミナルに到着

インド通関 2025年8月29日

貨物の初期評価を実施(事前チェックリスト提出時は書類のみで
評価が実施される)
インド通関からの質問はなし。
通関業者（CHA）に仮輸入申告書（BOE）を提出

鴻池運輸インド法人
2025年8月29日 
17:11 IST

BOE作成済み、支払処理済。
合計関税：INR 17,878を支払い

インド通関 2025年9月2日
インド通関は箱を開けて商品を検査し、書類と商品の両方で貨
物を再評価を実施。

インド通関
2025年9月2日 
11:00 IST

税関職員からの質問はなく、貨物の通関を許可された

鴻池運輸インド法人
2025年2月9日 
(14:00IST)

インド国内指定地に配達完了

日本輸出～インド輸入 スケジュール（第２便）

K社様商品輸出入実務解説
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R社様
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➀調査品目（品目特性、輸送上の注意を明記） 缶バッチ

➁製造拠点（製造・加工地および経由ルートも分か
る範囲で明記すること。）

日本

製品の種類 HSNコード 概要
基本
関税

社会福祉
追加税
(SWG)

統合消費税
(IGST)

缶バッジ 83089099
留金、留金付きフレーム、バックル、バックル留金、フック、アイレット、その
他の類似品（衣類、靴、日よけ、ハンドバッグ、旅行用品その他の製品に使用さ
れるもの）；管状または二股の留金（基材金属製）；ビーズその他の製品。

10 10 18

R社様商品輸出入実務解説
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➀【品目特性】
・缶バッチは「玩具」のカテゴリーとなる
・商品がBIS認証免除または適用範囲外となる玩具であることが確認できる準備が必要

・仕様書またはパンフレットに以下の内容を記載
英語での記載必須、写真の挿入、対象年齢の記載

R社様商品輸出入実務解説
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➀【輸送上の注意】
・今回は絵柄が異なる複数の缶バッチを「サンプル品」として

輸送するためのインボイス＆パッキングリストの作成
・サンプル品に適した商品ラベルの作成と貼付

 Invoice No. RCEI202508126  Date : 26-Aug-25

 Consigned to Messers  Marks & Nos

CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD. REALCOFFEE ENTERTAINMENT

UNIT 605 & 606 - A, 6TH FLOOR THE PALM SPRING PLAZA C/NO.1

GOLF COURSE ROAD, SECTOR 54 GURUGRAM (HR) MADE IN JAPAN

 122002, INDIA

IEC:0516977351　GSTIN:06AAFCC4758D1ZS

 Shipped per  Sailing on or about  Trade Term

BY AIR CIF DELHI, INDIA

 From  To  Payment Term

NARITA, JAPAN NO COMMERCIAL VALUE

No. Unit price Amount N/W G/W M3

No Commercial Value for Costoms Purpose Only

"For Exhibition Purpose Only - Not For Sale"

1 BUTTON BADGE COLLECTION 4582777529800 2 BOX (6PCS) JPY 1,890 JPY 3,780 0.160KGS 10.000KGS 0.027M3

2 BUTTON BADGE COLLECTION 4582777530196 2 BOX (6PCS) JPY 1,890 JPY 3,780 0.160KGS

3 BUTTON BADGE COLLECTION 4582777533609 2 BOX (7PCS) JPY 2,205 JPY 4,410 0.178KGS

4 BUTTON BADGE COLLECTION 4582777535306 2 BOX (6PCS) JPY 1,890 JPY 3,780 0.160KGS

5 BUTTON BADGE COLLECTION 4582777538147 2 BOX (9PCS) JPY 2,835 JPY 5,670 0.218KGS

6 BUTTON BADGE COLLECTION 4582777539366 2 BOX (11PCS) JPY 3,465 JPY 6,930 0.258KGS

7 BUTTON BADGE COLLECTION 4582777540935 2 BOX (6PCS) JPY 1,890 JPY 3,780 0.160KGS

8 BUTTON BADGE COLLECTION 4582777541772 2 BOX (5PCS) JPY 1,575 JPY 3,150 0.150KGS

9 BUTTON BADGE COLLECTION 4582777542038 2 BOX (5PCS) JPY 1,575 JPY 3,150 0.150KGS

10 BUTTON BADGE COLLECTION 4582777542632 2 BOX (10PCS) JPY 3,150 JPY 6,300 0.244KGS

FOB CHARGE 1 SET JPY 35,000 JPY 35,000

SUB TOTAL FOB NARITA, JAPAN JPY 79,730

FREIGHT & INSURANCE 1 SET JPY 33,000 JPY 33,000

GRAND TOTAL CIF DELHI, INDIA JPY 112,730

COUNTRY OF ORIGIN  : JAPAN

TOTAL PACKAGES 1 CARTON N/W 1.8KGS G/W 10.0KGS M3 0.027M3

INVOICE  &  PACKING LIST

Quantity (PCS@BOX)

5-Aug-25

DEHHI, INDIA

Description of Goods / JAN CODE

REALCOFFEE ENTERTAINMENT Inc.

サンプル輸送のため
インボイス内に
「No Commercial Value for 
    Customs Purpose Only

“For Exhibition Purpose Only – 
    Not For Sale”」と記載

今回は絵柄が異なる複数の缶バッチを輸送。
商品名記載の横にJANコード記載
（絵柄が違う場合は絵柄の英語など、商品
の仕訳はどんなかたちでもよい）
価格記載の欄には日本円での販売価格は記
載する

” Payment Term（支払い条件）“に
「No Commercial Value」と記載

「インボイス＆パッキングリスト」

出品元企業名
商品名

原産地等

商品名

R社様商品輸出入実務解説
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③輸出スケジュール

会社 製品
書類準備
完了日

倉庫配送日 貨物入庫 日本輸出通関
日本出発
インド着

インド輸入通
関

インド国内目
的地着

1 R社様 缶バッチ 8月28日木 8月29日金 9月1日月 9月4日木 9月5日金
９月８日～
9月11日

9月12日

会社 製品
書類準備
完了日

倉庫配送日 貨物入庫 日本輸出通関
日本出発
インド着

インド輸入通
関

インド国内目
的地着

1 R社様 缶バッチ 8月22日 8月23日 8月29日 9月1日月 ９月2日火 9月4日木 9月5日金

【予定】

【実際】

R社様商品輸出入実務解説
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誰が 日時 内容

Carna（輸入者）
GST、PAN、LMPC、EPR、IEC証明書などの輸入書類を鴻池
運輸インド法人へ共有する 

R社様 2025年8月22日
インボイス＆パッキングリストと原産国記載の荷印（ケ
ースマーク）を作成

R社様 商品をKONOIKE成田の倉庫へ発送
輸出通関のための委任状を鴻池運輸に提出

鴻池運輸 R社様商品を受領。輸出準備を実施

鴻池運輸
2025年8月29日 
14:57

羽田ーニューデリー航空便発送手配。
便名：JL9966/2便（成田-羽田） 
         JL039/2便（羽田-デリー）

鴻池運輸
2025年9月2日 
10:58

日本から出荷

鴻池運輸インド法人
2025年9月2日 
15:14 IST

通関業者（CHA）による事前チェックリストの準備（書
類に基づき事前に作成可能）とインド通関への提出。

日本輸出～インド輸入 スケジュール

R社様商品輸出入実務解説
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誰が 日時 内容

貨物の到着 - デリー
2025年9月2日 
15:35 IST

貨物がデリー空港貨物ターミナルに到着

鴻池運輸インド法人
2025年9月2日 
15:37

通関業者（CHA）による事前チェックリストの準備（書
類に基づき事前に作成可能）とインド通関への提出。

インド通関 2025年9月2日

貨物の初期評価を実施(事前チェックリスト提出時は書類
のみで評価が実施される)
インド通関からの質問はなし。
通関業者（CHA）に仮輸入申告書（BOE）を提出

鴻池運輸インド法人
2025年9月3日 
14:32 IST

BOE作成済み、支払処理済。
合計関税：INR 24,803.19を支払い

インド通関 2025年9月3日 インド通関は書類と商品の両方で貨物を再評価を実施。

インド通関 2025年9月4日 インド通関職員はその後、貨物の通関を許可した

Carna
2025年9月4日 
16:49

EwayBillを作成

鴻池運輸インド法人
2025年9月5日 
14:00IST

インド国内指定地に配達完了

日本輸出～インド輸入 スケジュール

R社様商品輸出入実務解説
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I社様
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➀調査品目（品目特性、輸送上の注意を明記） アクリルキーチェーン、缶バッチ

➁製造拠点（製造・加工地および経由ルートも分か
る範囲で明記すること。）

日本

製品の種類 HSNコード 概要
基本
関税

社会福祉
追加税
(SWG)

統合消費税
(IGST)

缶バッジ 83089099
留金、留金付きフレーム、バックル、バックル留金、フック、アイレット、その
他の類似品（衣類、靴、日よけ、ハンドバッグ、旅行用品その他の製品に使用さ
れるもの）；管状または二股の留金（基材金属製）；ビーズその他の製品。

10 10 18

キーチェーン 39269099
「3901から3914までの項目のプラスチック製品およびその他の材料の製品」。
具体的には、3926はプラスチック、その他、その他

15 10 18

様々な柄と形の缶バッジおよびキーチェーン
計500個

I社様商品輸出入実務解説
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➀【品目特性】
・キーチェーンはプラスチック製品であり「化学成分申告」が必要

【化学成分申告】
＜具体的な内容＞
１）インボイス・パッキングリストに記載欄追加し記載

①記載内容
「REMARKS /DECLARATION」の欄作成

英語で自己宣誓文（定型文）を記載
“I certify that the information related to 
IUPAC ＆CAS number is not in my 

                possesion as the same is not provided by    
                my supplier due to confidentiality. “

※１）日本企業様に実施いただくのはこの点のみ

必ず申告内容を輸入者へ連絡

※２）貨物がインドに到着した際、輸入者（通関業
者）が「Bill of Entry」内で再度申告を行う流れ
となる

 Invoice No. KR-20250821-B  Date : 26-Aug-25

 Consigned to Messers  Marks & Nos

CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD. KING RECORD

UNIT 605 & 606 - A, 6TH FLOOR THE PALM SPRING PLAZA ACRYLIC STAND

GOLF COURSE ROAD, SECTOR 54 GURUGRAM (HR) GUITAR PICK KEYCHAIN

 122002, INDIA C/NO.1

IEC:0516977351　GSTIN:06AAFCC4758D1ZS MADE IN JAPAN

 Shipped per  Sailing on or about  Trade Term

BY AIR CIF DELHI, INDIA

 From  To  Payment Term

NARITA, JAPAN NO COMMERCIAL VALUE

No. Unit price Amount N/W G/W M3

No Commercial Value for Costoms Purpose Only

"For Exhibition Purpose Only - Not For Sale"

1 (Acrylic) 2 PCS JPY 1,364 JPY 2,728 0.040KGS 0.200KGS 0.027M3

2 (Acrylic) 2 PCS JPY 1,364 JPY 2,728 0.040KGS

3 (Acrylic) 2 PCS JPY 1,364 JPY 2,728 0.040KGS

4
(PVC, nickel plated Ball

Chain)
2 PCS JPY 545 JPY 1,090 0.040KGS

5
(PVC, nickel plated Ball

Chain)
2 PCS JPY 545 JPY 1,090 0.040KGS

6
(PVC, nickel plated Ball

Chain)
2 PCS JPY 545 JPY 1,090 0.040KGS

FOB CHARGE 1 SET JPY 35,000 JPY 35,000

SUB TOTAL FOB NARITA, JAPAN JPY 46,454

FREIGHT & INSURANCE 1 SET JPY 33,000 JPY 33,000

GRAND TOTAL CIF DELHI, INDIA JPY 79,454

COUNTRY OF ORIGIN JAPAN

TOTAL PACKAGES 1 CARTON N/W 0.2KGS G/W 0.2KGS M3 0.027M3

REMARKS /DECLARATION

I certify that the information related to IUPAC ＆CAS number is not in my possesion as the same is not provided by my supplier due to confidentiality. 

INVOICE  &  PACKING LIST

Quantity

29-Aug-25

DEHHI, INDIA

Description of Goods

KING RECORD CO.,LTD.

Acrylic Stand（Ripple）

/ETZA-9095

Acrylic Stand（Zeal）

/ETZA-9096

Acrylic Stand（Meteor）

/ETZA-9097

Guitar Pick Keychain（Ripple）

/ETZA-9099

Guitar Pick Keychain（Zeal）

/ETZA-9100

Guitar Pick Keychain（Meteor）

/ETZA-9101

出品元企業名
商品名

原産地等

商品名

I社様商品輸出入実務解説



143
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ作成。無断転載・転用を禁ず

➀【輸送上の注意】
(a)I社様が輸入者となり、現地の販売業者を通じ実際の販売を行う商品
(b)輸入者となるための条件を満たしているか、必要ライセンスの有無

【適切なラベル作成】
販売商品ラベルのルールに従い作成

(a)I社様が輸入者となり、現地の販売業者を通じ実際の販売を行う商品

輸入元:
XYZ株式会社
123, アノニマス・タワー, アンドヘリ・イースト, ム
ンバイ – 400059

製造・梱包元:
XXX株式会社
767, 東京 日本 12KJ783
原産国：日本

製品: Tシャツ（ユニセックス）

ネット数量: 1点 (1点)
サイズ：51 cm（M）

製造および梱包月年： 
2025年8月 

MRP：Rs. 2000（税込み）
単位販売価格：Rs. 2000

お問い合わせは、以下の連絡先までご連絡ください
XYZ株式会社
123, アノニマス・タワー, アンドヘリ・イースト, 
ムンバイ – 400059
メールアドレス：feedback@xyz.com
連絡先番号：1234 55666    （午前9時から午後6時まで
）                                  月曜日～金曜日

EPR登録番号：EPR/IM/2022/56789
使用プラスチックの種類: PET (ポリエチレンテレフ
タレート) – コード1 

販売商品には
【プラスチック包装に関する記載】は必須

I社様商品輸出入実務解説

mailto:feedback@xyz.com
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➀【輸送上の注意】
(a)I社様が輸入者となり、現地の販売業者を通じ実際の販売を行う商品
(b)輸入者となるための条件を満たしているか、必要ライセンスの有無

(b)輸入者となるための条件を満たしているか、必要ライセンスの有無

ライセンス名 概要 対象品目 必須度

IECコード（Import Export 
Code）

インドでの輸出入に関わる登録番号 全商品 ✓ 必須

GST登録 輸入品販売時の納税登録に必要 全商品 ✓ 必須

BIS認証（ISI / CRS） 特定製品に必要（玩具、家電など） 特定商品 製品次第

WPC認証 無線技術製品（Bluetooth、Wi-Fiなど） 電気・通信機器 製品次第

EPR登録（拡大生産者責任） プラ・電気電子廃棄物対象製品 電子機器、包装材等 製品次第（輸入者責任）

LMPC登録（法定計量） 消費者向けパッケージ商品（量目・サイズ表示） 食品、化粧品、文具等 ✓ 輸入者必須

【インド：輸入者_必須なライセンス】

今回I社様は「LMPC登録」をされていなかったため、輸入実施前までに取得いた
だく流れとなった。
取得まで約2週間を予測していたが、実際にはコンサルを利用し1日で取得された。

I社様商品輸出入実務解説
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③輸出スケジュール

会社 製品
書類準備
完了日

倉庫配送日 貨物入庫 日本輸出通関
日本出発
インド着

インド輸入通
関

インド国内目
的地着

1 I社様
キーチェーン

缶バッチ
8月28日木 8月29日金 9月1日月 9月4日木 9月5日金

９月８日～
9月11日

9月12日

会社 製品
書類準備
完了日

倉庫配送日 貨物入庫 日本輸出通関
日本出発
インド着

インド輸入通
関

インド国内目
的地着

1 I社様
キーチェーン

缶バッチ
9月5日金 9月5日金 9月６日土 9月8日月 9月9日火 9月10日水 9月11日木

【予定】

【実際】

I社様商品輸出入実務解説
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誰が 日時 内容

I社様
（輸入者）

GST、PAN、LMPC、EPR、IEC 証明書、CHA 授権書、特別
評価部門（SVB）の命令、その他の KYC文書を鴻池運輸イン
ド法人に共有

I社様 日本 2025年9月1日
インボイス＆パッキングリストと原産国を明記した荷印（ケースマー
ク）を作成。
製品総数：500個

I社
商品をKONOIKE成田の倉庫へ発送
輸出通関のための委任状を鴻池運輸に提出

鴻池運輸 I社様 日本、 商品を受領。輸出準備を実施。

鴻池運輸
2025年9月8日 
09:52

羽田ーニューデリー航空便発送手配。
便名：JL9952/09（成田-羽田）
         JL039/09 (羽田-デリー)

鴻池運輸
2025年9月9日 
01:00

日本からの発送

鴻池運輸インド法人
2025年9月9日 
15:51 IST

通関業者（CHA）による事前チェックリストの準備（書類に基づ
き事前に作成可能）とインド通関への提出。

日本輸出～インド輸入 スケジュール

I社様商品輸出入実務解説
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誰が 日時 内容

鴻池運輸インド法人
2025年9月9日 
15:09 IST

通関業者（CHA）による事前チェックリストの準備（書
類に基づき事前に作成可能）とインド通関への提出。

貨物の到着 - デリー
2025年9月9日 
15:51

貨物がデリー空港貨物ターミナルに到着

インド通関 2025年9月10日

貨物の初期評価を実施(事前チェックリスト提出時は書類
のみで評価が実施される)
インド通関からの質問はなし。
通関業者（CHA）に仮輸入申告書（BOE）を提出

鴻池運輸インド法人
2025年9月10日 
10:44

BOE作成済み、支払処理済。
合計関税：INR 65,010を支払い

インド通関 2025年9月10日 インド通関は書類と商品の両方で貨物を再評価を実施。

インド通関 2025年9月10日 インド通関職員はその後、貨物の通関を許可した

I社様
2025年9月10日 
14:04 IST

EwayBillを作成

鴻池運輸インド法人
2025年9月11日 
(11:34 IST)

商品はインド国内指定地に配送完了

日本輸出～インド輸入 スケジュール

I社様商品輸出入実務解説
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④輸出前の手続き、必要書類および実務面でのポイント

No. 書類 実務面でのポイント

1 商業インボイス

商品代金は、サンプル（無償）でも有償時の金額記載が必要。上代である必要はなく、卸値金額でOK。
無償時は No Commercial Valueを明記
輸送手段、積み出し地と仕向け地、商品数量、単価、貿易条件、支払条件、決済通貨、原産国などの記
載が必要。品名は出来る限り分かりやすく書くことが肝要。

2 パッキングリスト
外装個数、荷姿、N/Wの記載、G/Wは空港倉庫で検量後に更新。
ケースマークの設定と現物貼付

3 船荷証券 / 航空貨物運送状

※輸送業者手配なので特になし
以後CIF条件で貿易をする場合、輸出者から輸入者へ送付が必要
（NVOICE・PACKING LIST、保険証券、COO（取得時）セットして送付

4 MWAP No.

5 原産地証明書（COO）
今後日インドEPA適用を検討する場合には、事前に日本商工会議所へユーザー登録、
HS CODE選定や相手国の品目別規則、原産地判定依頼などの手続きが必要。

6 保険証明書
CIF条件時は輸出者が手配（輸送業者で代行付保可）
INVOICE（船荷証券、航空貨物運送状）で付保

7 購入注文書 / 契約書
商談成立時には各種条件を網羅して契約書を締結、または相手方へPO（注文書）発行を依頼。
基本的にはこの内容が出荷する際のINVOICEへ反映される。

8 製品ラベル/タグ
相手国の規則を事前に確認、必要情報を網羅したものを商品へ貼付する必要あり。
使用する言語や項目については各国異なるため注意が必要。

9 商品の仕様書、パンフレットなど
輸出通関（HS CODE選定）には、商品情報＋原材料・材質がポイントとなるため、
事前に情報を整理のうえ通関業者へ提供が必要。

10 その他

梱包：万が一インド側通関で箱を開けて確認されることを想定した梱包；
サンプルラベルを見えやすい場所に貼付。梱包材はなるべく紙仕様のものを使用
プラスチック規制があるため、プラスチック材料を使用しない（パレットなど）
国際輸送は国内に比べて荷扱い条件が悪いため、商品内容を加味しながら、
梱包内部での固定（緩衝材など）や梱包仕様（パレット、強化ダンボール、木箱など）の検討が
必要。

各社様商品輸出入実務解説
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⑤輸出通関手続き、必要書類および実務面でのポイント

No. 書類 実務面でのポイント

1 パンフレット
時々日本側の通関でも商品の詳細説明を求められることがあるため、英語
のパンフレットのみでなく、日本語でも準備いただけると助かる

2 材質表

輸出通関（HS CODE選定）には、商品情報＋原材料・材質がポイントと
なるため材質表の事前提供が必要。INVOICEへの記載をすることで両国で
の通関対応がスムーズになる

3 倉庫納品の事前連絡

倉庫での荷受け、及び入庫確認のため、納品連絡は必ず必要。
送り状や車番情報を提供しておくことで、倉庫と手配者はスムーズに確認
を行うことができる

I社様商品輸出入実務解説
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⑥輸入通関手続き、必要書類および実務面でのポイント

No. 実務面でのポイント

1
通関での検査に備え、各製品につき最低3点はサンプルを必ず送付したほうがよい

2
出荷前チェックリスト、輸入申告書、関税支払いを事前に準備することで、原産国からの出荷
直後の通関遅延を回避できる

3
最終製品製造に使用した原材料・素材の詳細を記載した適切な製品パンフレットを準備する

４
原産国と使用目的の説明を明記する

I社様商品輸出入実務解説
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⑦輸入後の手続き、必要書類および実務面でのポイント

No. 実務面でのポイント

1

日本では輸入通関完了前段階で、配送車両手配を行う事が一般的
インドでは日本比較で輸入通関に時間を要する為、輸入通関完了後にインド国内配送車両を
手配実施

2

日本では日時指定が一般的だが、
インドでは交通事情により時間指定が難しい場合が多い為、配送日選定の際には、
日にちのみ決めておき、配送当日の交通事情を輸送業者よりタイムリーに入手

3

CFS（Container Freight Station；混載貨物を取り扱う施設）から貨物を引き取る際に
必要となる書類の確実な準備
1)Invoice  2)Packing List  3)Bill Of Entry 4)E-way bill
※輸入申告通知書は不要

I社様商品輸出入実務解説
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＜まとめ＞

No. まとめポイント

1

インドでの販売の際に労力と時間がかかるのは、卸選定。まずはこれまでの販売実
績などのヒアリングを行い、卸業者との間の輸出・販売条件、保持ライセンスを確
認。輸出準備と卸業者選定、契約を同時並行に進めた方がよい。

2

販売を行いたい時期を予め決定したうえで、ラベルに掲載の必要のある内容に関し
て決めた日時に間に合うよう計画を立て、社内ディスカッションを行うなど、準備
の全体像をとらえ輸出までのタイムラインを検討したうえで準備を行えると、タイ
ムロスを最小限にとどめ、輸出～輸入までスムーズに実施できる可能性が高い。

3

輸送業者の選定では、輸送/輸入会社と通関業者との関係性をよく確認し、
密に連絡を取ってくれる企業を選定した方がインド側での輸入手続きがスムーズに
実施できる可能性がある。

４

実際にはコピー品のような製品はインド市場にも出ている。特に日本製はインド市
場では信頼があり、人気もある。正規品の輸入は、現地の消費者にとっても喜ばし
いことである。日本企業がインド市場に参入するためには、インドの規制をより理
解し、それに従って準備が実施できることが重要。

５
インドの規制は調べても分からないことも多く、実際の市場での確認も行い規制に
照らし合わせてみることも重要。

全体総括
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